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第１章 総 則 

第１節 目的 

この計画は、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第４２条の規定に基づき、本町に

おける防災対策の現況把握と災害時における応急措置体制に関し必要な事項を定め、防災活動の

効果的な実施を図ることを目的とする。 

なお、水防法（昭和２４年法律第１９３号）に基づく水防計画については、本計画の一環とし

て体系付ける。 

 

第２節 計画の基本方針 

この計画の策定にあたっては、次の事項を基本とする。 

１ 災害予防計画の充実 

２ 自主防災力の強化 

３ 防災関係機関相互の連絡体制の確立 

４ 男女共同参画の視点からの防災体制の確立 

５ 避難体制の確立 

 

第３節 防災関係機関等の責務と処理すべき事務又は業務 

 関係機関は、防災に関しおおむね次の事務又は業務を処理するものとする。 

機関名 事務又は業務 

南関町 

 

南関町消防団 

 

行政区 

 

自主防災組織連絡協議会 

・南関町地域防災会議に関する事務 

・防災に関する施設の整備 

・防災に関する組織の育成 

・防災に関する訓練の実施 

・防災に必要な物資及び資機材の備蓄整備 

・防災思想の普及 

・災害に関する情報の収集、伝達及び被害調査 

・災害発生の防御と被害拡大の防止 

・被災者に対する救護措置 

・災害時における文教、保健衛生対策 

・緊急輸送の確保 

・災害防護及び応急復旧対策 

・地域の防災活動、情報の収集・伝達・連絡、災害の報告、防災要員

の確保 

・自主防災組織の活動 

熊本県 

（玉名地域振興局） 
・所掌事務についての防災対策 

熊本県玉名警察署 ・災害時における治安、交通、通信等警察行政に関する業務 
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有明広域行政事務組合 

消防本部 

・火災予防等各種災害予防 

・水・火災及び地震災害等の応急対策 

・り災者救出等被害者の救出援護 

指
定
地
方
行
政
機
関
等 

陸上自衛隊第8師団 

第42即応機動連隊 

・天災地変、その他の災害に際しての情報の収集伝達及び人命又は財

産の保護 

熊本地方気象台 
・災害発生時における気象等観測資料の提供 

・気象、地象及び水象について予警報の発表及び通報 

国土交通省 

九州地方整備局 

菊池川河川事務所 

・大規模な災害時の応援活動（被害状況の把握、連絡網の構築、現地

情報連絡員の派遣、災害応急措置等） 

指
定
公
共
機
関
又
は
指
定
地
方
公
共
機
関 

西日本高速道路株式会社 

九州支社 

熊本高速道路事務所 

・有料道路及び施設の防災対策 

・災害時における救助物資及び人員の緊急輸送路の確保 

西日本電信電話株式会社 

熊本支店 
・電信電話施設の保全、災害非常電話の調整対策 

九州電力送配電株式会社 

玉名配電事業所 

・電力施設の保全・保安 

・災害時における電力供給確保 

社会福祉協議会 

 

日本赤十字社熊本県支部

南関町分区 

・災害ボランティアセンターの設置・運営 

・支援物資の配布 

・義援金品受付、取りまとめ 

・その他県支部の指示による業務 

そ
の
他
の
公
共
団
体
等 

嘱託医 ・災害時における負傷者等の医療、助産救助 

玉名農業協同組合 

・農業関係の被害調査及び協力 

・農産物の災害応急対策についての指導 

・被災農家に対する融資 

玉名森林組合 ・山林、荒廃地等の監視・対策、資材の斡旋 

南関町商工会 

・商工業関係の被害調査、融資希望者の取りまとめ及び斡旋等につい

ての協力 

・災害時における物価安定についての協力 

・救助用物資、復旧資機材の確保についての協力斡旋 

南関町土地改良区 ・農業用施設の被害調査及び復旧 

南関町地域婦人会 ・災害時における後方支援 

南関町建設業協会 ・災害時の町道等被害における応急対応 

熊本県産業資源循環協会 ・災害時の廃棄物処理 
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第４節 南関町の地勢と災害の想定 

本町は、熊本県の西北端に位置し、東西9km、南北11.5km、面積は68.92㎢であり、東は二城山

により和水町と、南は小岱山及び臼間山により玉名市と、北は大津山と連なる山系により福岡県

大牟田市及びみやま市と、西は三池山により荒尾市、大牟田市とそれぞれ境界をなし、それらの

連山に囲まれた盆地には、高台・谷間を形成し、その地形は複雑となっている。水系は二城山の

北側に源を発した関川が南西へ走り、大牟田市に入り諏訪川となり有明海へ注ぎ、また、小岱山

に源を発した内田川は、小流を加えて南東に流れ菊池川の支流となっている。 

このような地形及び水系を持つ本町は、河川改修も大部分が施工済となり、冠水による田畑の

被害も次第に減少してきているが、山地荒廃に起因する集中豪雨時の短時間増水による河川堤防

の決壊、田畑地帯の冠水による被害や土砂災害警戒区域での林地崩壊等、いまだ危険要因は残さ

れている。 

大雨については、令和２年７月豪雨及び令和３年８月豪雨で甚大な被害が発生し、多くの爪痕

を残し現在復旧途中である。平年の梅雨入りは６月４日頃で、梅雨明けは７月１９日頃である

が、昨年度は平年より２０日早い５月１５日頃梅雨入りした。梅雨明けは７月１３日頃であっ

た。 

火災については、昨年度は２２件発生し増加傾向にあるが、その大半が枯草火災や林野火災で

あり住民へのさらなる注意喚起が必要である。昨年度新庁舎敷地内に完成した有明広域行政事務

組合荒尾消防署南関分署は基幹分署としての機能を備え消防力の強化が図られており町消防団員

との連携の強化が今後の課題である。 

台風については、令和３年８月の台風第９号及び令和３年９月の台風第１４号は、九州に上陸

したが幸い大きな被害が無かった。 

地震については、平成２８年４月に発生した熊本地震では、４月１４日の前震と１６日の本震

をはじめ４千数百回に及ぶ余震に見舞われた。当町においても前震で震度４、本震で震度５弱を

観測した。平成２９年３月に改訂した南関町建築物耐震改修促進計画では、町の住宅の耐震化率

は３９％であり、令和７年度までに耐震性の不十分な住宅を概ね解消する計画を定めているもの

の中々進まないのが現状である。 

本町の気象災害は、近年では、線状降水帯によるゲリラ豪雨や台風による風水害が主であり、

これらは６月から１０月の間に多く発生している。甚大な被害をもたらした令和２年７月豪雨災

害を教訓に、県が作成した１０００年に一度発生するであろう大雨を想定した洪水浸水想定区域

を記載した最新版の総合防災マップを作成し本年４月各世帯に配布している。 

 

第５節 防災計画の修正 

防災計画は、災害対策基本法第４２条の規定に基づき、国、県の防災指針、町の情勢を勘案し

て毎年検討を加え、必要があるときは速やかにこれを修正するものとする。 

 

第６節 防災計画の周知 

本計画は、関係行政機関、町の職員及びその他防災に関する主要施設管理者に周知徹底を図る

よう措置するものとする。 
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第２章 災害予防計画 

第１節 災害危険区域（箇所）調査及び事前指導計画 

災害が予想される区域又は箇所を把握・指定しておき、事前指導又は措置を講じ、災害の未然

防止に努めるとともに、災害発生時における被害を最小限度にとどめる等、災害応急対策が速や

かに実施できるよう定める。 

１ 災害危険箇所 

  危険箇所編に記載のとおり 

２ 危険区域（箇所）位置見取図 

危険区域（箇所）位置把握のため位置見取図を作成し、担当課に備えおくものとする。 

３ 危険箇所の調査 

・災害により被害が拡大すると認められる設備又は物件の事前調査 

町長は、災害の発生するおそれがあり、又は発生したときは、その災害が拡大されると認

められる設備又は物件の除去、保安その他必要な措置について、指示すべき箇所を事前に調

査し、的確な指示ができるよう実情を把握しておくものとする。ただし、措置状況等の調査

は必要によって随時行うものとする。 

・災害により被害が拡大すると認められる設備、物件の管理者等へ指示 

前項の調査により設備、物件などの除去、保安その他必要な措置を行う必要があると認め

られるときは、災害対策基本法第５９条の規定により、町長はその管理者等に対し、災害の

拡大を防止するため必要な限度において、その除去、保安その他必要な措置をとることを指

示するものとする。 

・「空き家対策特別措置法」が施行されたのに伴い、空き家（危険家屋）に対しての対策を整

備する。 

 

第２節 風水害予防計画 

風水害を予防するために必要な事業又は施設の整備について定める。 

１ 治山・治水対策 

雨水の流出状況及び土砂の河川等への流入状況を把握し、円滑な排水を行うべく、町内河

川の掘削、護岸等改修整備、砂防事業の促進を図る。 

令和２年７月豪雨により甚大な被害をもたらした県河川関川では、令和２年度から令和５

年度にかけて、家屋の浸水防止を図るための河川掘削や引堤などの災害復旧助成事業による

工事が実施されている。 

２ 道路、橋梁対策 

風水害に備え、パトロールを強化し道路、橋梁等の被害を防止し、又は被害の誘因となる

ものを排除するなど、常に維持補修に努める。 

・道路面の流水防止 

出水により水没する道路のかさ上げや側溝の浚渫、水切りを良くし、横断勾配の整正等路

側を整備し、特に山間部からの流入防止に重点を置く。 

・排水溝等の維持補修 
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側溝、暗渠等への流木及び塵芥等の滞留を防止するとともに、のみ口を閉塞しないよう浚

渫、又は山間部からの流出土砂の堆積物を除去するなど常に機能の確保に努める。 

３ 危険区域の警戒巡視 

危険区域の警戒については、担当消防機関及び各所属課において現地調査を実施する。特

に６月から１０月までは、現地検分を厳重に行い警戒に万全を期す。 

この場合、実施者の安全確保については特に注意するものとする。 

 

第３節 火災予防計画 

住民の生命及び財産を火災から守るための計画であり、消防体制の強化、予防施策の推進及び

防災知識の普及に努める。 

１ 消防力の強化 

・消防水利の定期的検査を行い、消防法（昭和２３年法律第１８６号）に示す基準に達するよ

う整備に努めるとともに耐震性防火水槽及び小型動力ポンプ積載車等消防設備の整備充実を

図る。 

・火災発生に対応できるよう消防用機械器具は、常に維持管理及び整備点検を行うとともに機

器の充実を図る。 

・消防団組織の維持及び体制の強化を図る。 

・自主防災組織の強化・育成を図る。 

・企業体における自衛消防体制の整備強化を指導する。 

２ 火災予防査察の強化 

消防法に基づき、有明広域行政事務組合消防本部が行う予防査察について次のとおり実施

の推進を図る。 

・定期査察 

年間査察計画の樹立にあたっては、有明広域行政事務組合消防本部と連絡を密にし、管内

の対象物を定期的に査察するよう依頼する。 

・特別査察 

消防本部消防長又は消防署長が特に必要と認めた場合、又は査察依頼があった場合の特別

査察に協力する。 

３ 消防施設の整備推進 

建築物に対する消火設備、警報設備、避難設備などの整備を推進する。 

４ 火災予防運動の展開 

・春、秋はもとより他の時期にも必要に応じて火災予防運動を行う。 

・町広報や報道機関等を活用し、随時防火思想の普及を行う。 

・必要に応じて、講習会、講演会、巡回等による啓発活動を行う。 

５ 特殊建物火災予防の指導 

公衆の集会場、多人数が勤務する場所、木造大規模建築物等に対しては、建築内部の侵入

順路、人命救助の方法、消火方法等について、万全の対策を講じるよう指導する。 

６ 耐震、耐火構造の推進 

火災による建築物の焼失は、構造が木造であることに起因していることが多く、密集地域
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においては、消防力の整備強化と同時に建築物の不燃化及び耐震化を促進しなければ火災予

防は期せられないことから老朽住宅等の建替えに際しては、不燃組立住宅等防火建築物の建

設を強力に推進する。 

また、公共施設のうち、老朽による危険度の高い建物の新築にあたっては、耐震耐火構造

による建設に努める。 

 

第４節 土砂災害等予防計画 

地すべり、山崩れ等の災害予防のために必要な事業及び施設の整備について定める。 

１ がけ崩れ防止対策 

急傾斜等崩壊危険区域及び土石流危険渓流等の土砂災害警戒区域や土砂災害特別警戒区域

については、適時巡視を行う。また、梅雨期及び台風期には、消防団を中心にパトロールを

実施し、その状況を区長等に連絡するとともに、必要に応じ地域住民に周知させ、被害防止

に努める。降雨によりがけ崩れの危険が切迫していると認めるときは、町長は、その地域の

住民に対し警告又は避難指示を行う。 

２ 急傾斜等崩壊危険区域及び土石流危険渓流等の土砂災害警戒区域や土砂災害特別警戒区域の

警戒避難体制 

⑴警戒等基準雨量 

区 分 
前日までの連続雨量が 

100㎜以上の場合 

前日までの連続雨量が40㎜

以上100㎜未満の場合 

前日までの連続雨量が40㎜

未満の場合 

第１次 

警戒体制 

当日の日雨量が50㎜を超え

たとき 

当日の日雨量が80㎜を超え

たとき 

当日の日雨量が100㎜を超え

たとき 

第２次 

警戒体制 

当日の日雨量が50㎜を超え

時間雨量が30㎜程度の雨が

降り始めたとき 

当日の日雨量が80㎜を超え

時間雨量が30㎜程度の雨が

降り始めたとき 

当日の日雨量が100㎜を超え

時間雨量が30㎜程度の雨が

降り始めたとき 

※ 第１次警戒体制においては、消防団員が危険区域の警戒巡視を行い、区長等との連絡を

密にするとともに住民等に情報を周知する。 

※ 第２次警戒体制においては、住民等に対して避難準備を行うよう広報するほか、災害対

策基本法第５６条に規定する警告、同法第５９条に規定する事前措置、同法第６０条に規

定する避難の指示等の措置を実施する。 

３ 急傾斜等崩壊危険区域及び土石流危険渓流等の土砂災害警戒区域や土砂災害特別警戒区域の

住民の避難場所等の確保 

急傾斜等崩壊危険区域及び土石流危険渓流等の土砂災害警戒区域や土砂災害特別警戒区

域の住民は、土砂災害の発生の危険度が非常に高いため、土砂災害警戒情報が発令された

場合の緊急避難場所の確保を行うものとする。この場合、発令される時間帯が夜間になる

可能性も高いため、あらゆる場合を想定した安全な避難場所の検討・確保を行う。 

 

第５節 地震災害予防計画 

地震災害発生時の被害を最小にとどめるために必要な事項、設備整備について定める。 

１ 防災意識の啓発対策 

人的被害の防止が震災対策上重要であることから、震災時に留意すべき事項等について、
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町広報等を通して日頃から住民に周知させるなど、地震に対する防災意識の啓発を図る。ま

た、学校教育においても防災知識の普及を図る。 

２ 情報の伝達及び通信の確保対策 

全国瞬時警報システム（J-ALERT）により、震度４以上の地震が発生した場合や震度５弱以

上の地震が２０秒以上後に到達するおそれがある場合は、気象庁の情報により自動的に町の

防災行政無線が起動し、警戒情報を放送する。 

また、①各通信事業者の緊急速報メール②熊本県防災情報メール③愛情ねっと④防災行政

無線⑤ＳＮＳの５つの手段により情報の提供を行う。さらに、各機関の無線、アマチュア無

線局等の所在の確認をし、活用体制を整備し通信の確保を行う。 

３ 地震火災対策 

有明広域行政事務組合消防本部の協力を得て、地震によるあらゆる障害を想定した地震時

における消火体制を確立とともに、耐震性貯水槽の設置等水利の確保に努める。 

４ 危険物等防火対策 

危険物保管施設等の破損等による危険物の漏えい・流出の防止及び引火、発火又は爆発等

の防止を図るとともに、防火対策を講ずるよう指導する。 

５ 避難対策 

   住民や世帯ごとに災害時あらかじめ避難行動をまとめておくための防災行動計画の作成を

推奨する。防災行動計画の作成は県が作成しているマイタイムラインの利用に関して周知を

図る。 

地区ごとに住民人口に応じた避難場所及び避難経路を設定し、これを町の地震防災マップ

等に記載し、あらかじめ地域住民に周知を図る。さらに、自動車交通の渋滞による避難道路

の閉そくなど、避難の障害となるものの排除及び規制についての対策を図る。 

町は、避難の指示を行った場合は、警察署、自主防災組織、消防団等の協力を得て、地域

又は行政区単位にあらかじめ定めてある避難所等に誘導するものとする。 

６ 防災拠点、指定避難場所の整備計画 

町では、平成２８年４月に発生した熊本地震を受け、旧県立南関高等学校敷地及び校舎を

活用し、住民の安全・安心を確保するため、防災拠点となる役場庁舎、緊急時には避難場所

として利用できる防災広場、駐車場、発災時は、災害対策の拠点基地として活用する防災拠

点センター等の整備を行い、令和４年１月よりその運用を開始した。 

また、防災拠点、指定避難場所については、その安全性や防災機能を確保するため、南関

町耐震改修促進計画書に基づき、昭和５６年以前の町の建築物については、次の表のとおり

耐震化に取り組んでいる。 

番号  区 分 築年 

診断

要必

要性 

診断

実施

有無 

診断

予定

年度 

改 

修 

必 

要 

性 

改 

修 

年 

度 

耐 

震 

化 

1 南関町役場 拠点 R4 － － － － － － 

2 南関町公民館 廃止 S51 － － － － － － 

3 Ｂ＆Ｇ海洋センター 避難所 S59 － － － － － － 



8 

 

4 南関第一小学校 
校 舎 〃 S48 ○ 済 － － H25 済 

体育館 〃 H13 － － － － － － 

5 南関第二小学校 
校 舎 〃 S57 － － － － － － 

体育館 〃 H14 － － － － － － 

6 南関第三小学校 
校 舎 〃 S55 ○ 済 － － H26 済 

体育館 〃 S52 ○ 済 － － H24 済 

7 南関第四小学校 
校 舎 〃 S55 ○ 済 － 無 － － 

体育館 〃 S51 ○ 済 － － H23 済 

8 南関中学校 
校 舎 〃 S61 － － － － － － 

体育館 〃 S61 － － － － － － 

9 ふれあい広場 〃 H5 － － － － － － 

10 農業就業改善センター 〃 S54 ○ －  － 未 未 

11 南町民センター 〃 H4 － － － － － － 

12 交流センター 〃 H16 － － － － － － 

13 南の関うから館 〃 H9 － － － － － － 

14 四ツ原集会所 〃 H17 － － － － － － 

15 南集会所 〃 S55 － － － － － 未 

７ 建造物等災害予防計画 

平成７年１月に発生した阪神・淡路大震災や平成２６年１０月に発生した新潟県中越地

震、平成２８年４月に発生した熊本地震の被災状況に鑑み、町は、住民への建造物の耐震知

識の普及を図るとともに町の耐震改修促進計画に基づき、既存建築物の耐震診断、改修を促

進する。 

また、住宅火災による高齢者の死亡率が一般人に比べて極めて高い現状にあることに加え

て、今後本格的な高齢化社会を迎えるため、平成２３年度に義務付けられた住宅用火災警報

装置の点検および更新の推進等、住宅防火対策に努める。 

 

第６節 防災訓練計画 

災害応急対策に定める各種の応急措置が円滑に実施されるよう、必要な訓練を行うものとす

る。また、各種訓練実施については、高齢者、障がい者、外国人、乳幼児、妊産婦等要配慮者に

十分配慮するとともに男女双方の視点にも配慮するよう努めるものとする。 

１ 水防訓練 

水防法第３２条の２の規定により、水防管理団体である町が、水防団及び関係機関の協力

を得て、水災に備え、水防箇所の点検、土のう積み訓練等を実施する。 

２ 避難訓練 

洪水や土砂災害を予想して、消防団、警察、自主防災組織、その他関係機関団体と協力し

て、迅速に避難できるよう訓練する。 

３ 救助・救護訓練 

災害時の人命救助を円滑に実施するため、関係機関の協力を得て、通報、救出、炊き出

し、医療救護、物資輸送等の項目について随時訓練する。 

４ 通信連絡訓練 

気象予警報の伝達、災害現場から本部への情報連絡、その他の通信連絡を確実に行うため
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に、電話、ＳＮＳ、無線、メール等による通信連絡訓練を実施する。 

５ 輸送訓練 

風水害等に際し、その応急対策のため被災者、救助隊員、物資等を緊急かつ円滑に輸送す

るため、迂回路、幅員等を考慮に入れて平常より十分検討した上で、訓練を実施する。 

６ 非常招集訓練 

災害の発生若しくは発災のおそれがある場合、特に勤務時間外において迅速に配備体制を

整えるため、非常招集の発令、伝達及び通信連絡について訓練を実施する。 

７ 総合防災訓練 

災害応急対策の完全なる遂行を図るため、２年に一度、住民、町、消防団、自主防災組

織、その他関係機関団体による新庁舎や防災広場、防災拠点センターを利用した、実践的な

総合防災訓練を実施する。 

８ 図上訓練 

各地区の特性に基づき、自主防災組織の避難等防災活動が円滑に実施できるよう関係機関

の協力を得て訓練を行う。 

 

第７節 避難収容計画 

１ 避難所（場所） 

町は、住民の生命、身体の安全を確保するため、各種災害時における条件を考慮して、地

区ごとの避難所をあらかじめ選定、整備するとともに、その所在地、名称、概況、収容可能

人員等を把握しておくものとする。また、避難所については案内標識、誘導標識等を設置

し、平素から防災訓練等を実施するなど住民に周知を図り、速やかな避難ができる体制を整

備しておくものとする。なお、専ら避難生活を送る場所として選定・整備された指定避難所

と指定緊急避難場所の違いや災害の特性に応じて整理した避難所について、住民への周知を

図るものとする。避難所については、各種ハザードマップ等を活用し、次の事項に留意して

整備及び選定を行うものとする。 

⑴  河川の氾濫による浸水区域においては、地形的に安全な場所にあり、水流、湛水に耐える

建造物であること。 

⑵ 火災等の発生時の危険地域においては、風上の方向で、家屋密度の低い地帯にある耐火建

造物等であること。 

⑶ 地震又は土石流、地すべり、がけ崩れの危険地域においては、地形的に安全な場所で、で

きる限り耐震性の強い建造物とし、地域に適当な避難場所がない場合は、想定される外力に

対して耐えうる安全な建造物であること。 

⑷ 強風時の危険地域においては、地形的に安全な場所で、できる限り耐火建造物であるこ

と。 

２ 避難路 

町は、緊急避難所等に通じ、避難者の迅速かつ安全な避難行動を確保するために必要な構

造を有する道路等の整備及び案内標識、誘導標識等の整備に努めるものとする。 

３ 避難所の環境整備計画 

町では、平時には多目的に利用するが、大規模災害発生時には緊急離着陸場や
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仮設住宅建設用地として活用できる防災広場を整備し、敷地内には食料、水、常

備薬、炊き出し用具、毛布等避難生活に必要な物資等の備蓄を行う倉庫を整備し

ている。 

また、避難所として指定している施設について、避難所を円滑に運営するための備品等

（非常用電源、防災行政無線、非常用電話等）を設置・整備するとともに必要に応じ、換

気、照明等避難生活の環境を良好に保つための設備の整備に努めるものとする。 

さらに、できるだけ避難所の近傍で備蓄施設を確保し、避難生活に必要な物資等の備蓄に

努めるものとする。なお、最初に避難する一次避難所については、最寄りの地区公民館や集

会所をあらかじめ確保するものとする。 

４ 速やかな避難所開設のための体制構築 

町は、複数開錠者の事前指定や施設開錠者等との緊急連絡網を作成するなど、避難指示等

発令後、速やかに避難所開設を行うための体制の構築を行う。 

５ 避難所運営マニュアルの作成 

町は、災害時に設置される避難所について、プライバシー確保、男女共同参画の視点に配

慮した避難所運営、感染症予防・まん延防止及び食中毒発生予防等に対応する避難所運営マ

ニュアル、体調・栄養管理ができる医療関係者の配置、巡回基準等をあらかじめ作成するも

のとする。 

また、避難所開設・運営訓練を実施するなどして、避難所運営マニュアル等の点検や見直

しを行うものとする。さらに、町はあらかじめ避難場所の運営管理に必要な知識等の住民へ

の普及に努めるものとする。 

※平成２６年９月策定  

６ 避難所におけるボランティア等の受入れ 

町は、避難所でのボランティア等の活用が十分に図られるよう、平時から避難所における

ボランティア等の受入れ方法や役割（業務）を明確にしておくものとする。 

７ 応急仮設住宅建設予定場所の選定 

町は、周辺の医療機関、学校、商店及び交通機関などの場所を総合的に配慮して、民有地

も含めた応急仮設住宅建設予定地の確保を行っておくものとする。 

８ 帰宅困難者対策 

町は、公共交通機関が運行を停止した場合、自力で帰宅することが困難な者（帰宅困難

者）が発生するおそれがあることから、必要に応じて、滞在場所の確保や水、トイレの提供

などの帰宅困難者対策を行う。 

(1) 住民への啓発 

町は、住民に対して、「災害発生時にはむやみに行動を開始しない」という基本原則

の周知徹底を図るとともに、家族との連絡手段の確保、徒歩帰宅路の確認等について、

必要な啓発を図るものとする。 

(2) 事業所等への啓発 

町は、事業所等に対して、一斉帰宅による混乱発生を防止するため、発災後、従業員

や顧客等を一定期間滞在させることの重要性やそのための食料・水・毛布等の備蓄の推

進等について、必要な啓発を図るとともに「事業所等における帰宅困難者対策ガイドラ
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イン」の作成を促すものとする。 

(3) 避難所等の提供 

町は、避難所に帰宅困難者が来訪した場合の対応方法をあらかじめ定めておくよう努

めるものとする。既に指定している避難所のほか、帰宅困難者が一時的に滞在できる施

設の確保を検討するものとする。 

(4) 情報提供体制の整備 

町は、公共交通機関の運行状況や道路の復旧情報など帰宅するために必要な情報をイ

ンターネット、避難施設等における張り紙や報道機関による広報など多様な手段によ

り、迅速に提供できる体制を整備するものとする。 

(5) 安否確認の支援 

町は、災害時の家族・親戚等の安否確認のためのシステム（災害伝言ダイヤル（１７

１）や災害伝言版サービス等）の効果的な活用が図られるよう普及・啓発を図るものと

する。 

(6) 徒歩帰宅者に対する支援 

町は、コンビニ、小売業関係団体と、災害時の徒歩帰宅者への水道水やトイレの提供

などを定めた協定締結を促進するものとする。 

９ 新型コロナウイルス感染症対策 

  新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策について、患者が発生した場合の対応を含め、

平常時から福祉対策部と連携して、必要な場合には措置を行うものとする。 

 

第８節 自主防災組織等育成計画 

現在、本町には６７の自主防災組織があり、町の組織率は非常に高い。平成２８年の熊本地震

の場合など大規模な災害が発生した場合、自主防災組織が主体となった避難所運営や避難者相互

の助け合いなどの機能が最も重要になってくるため、設立された組織の育成・強化を図る。 

また、行政区の中には、行政区に未加入世帯があるため、今後、未加入世帯の加入促進が重要

な課題となる。 

１ 自主防災組織の活動について 

・南関町自主防災組織連絡協議会の実動を推進する。 

・町は組織力強化のため、活動助成金事業を行う。 

・危険箇所や要配慮者の所在等を把握し、救護支援、避難誘導等がスムーズに実施できるよう

図上での訓練を行い、さらに実地での訓練を実施する。 

・災害の種別ごとに避難場所及び避難経路の確認を行う。 

・県が作成している「地域防災活動支援プログラム」を活用し、活動を行う。 

・ハザードマップを利用し、地域の災害危険箇所の確認を行う。 

・災害時の町との連絡体制の確立を行う。 

 

令和４年４月１日現在 自主防災組織一覧 

校区名 組織名 行政区名 校区名 組織名 行政区名 

第一校区 関町 関町１区（宮の前） 第二校区 久重北 久重北 
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〃 （上町上） 久重中 久重中 

〃 （上町下） 久重南 久重南 

〃 （中町） 

上長田 

上長田東 

関町３区（旭町） 上長田南 

〃  （栄町） 上長田西 

〃 （金屋） 西豊永 西豊永 

谷丹保 長山小原区 長山小原 

田町（上） 長山東草村区 
長山東 

〃（中） 長山東徳太 

〃（下） 長山宮野原 
長山西 

関町４区 長山山口区 

関町団地(樽々) 

宮尾 

宮尾東 

 〃 (松風) 宮尾中 

 〃(大津山) 宮尾西 

堀池園 堀池園 細永北 細永北 

萩の谷 萩の谷 細永南 細永南 

楮原 楮原 今 今高久野(今) 

前原笛鹿 前原笛鹿 高久野 今高久野(高久野) 

井手の上 井手の上 高久野団地区 高久野団地 

古町 古町 

第四校区 

小次郎丸 小次郎丸 

瓦屋敷 瓦屋敷 鬼王 鬼王 

福山 福山 八田 八田 

関外目 

関外目１区（立山） 道山 道山 

関外目１区（木屋塚） 日明 日明 

関外目１区（築井原） 大久保 大久保 

北開 次郎丸 次郎丸 

下原 井手 井手 

関村 関村 宮島 下坂下北（宮島） 

津留 津留 大西１ 下坂下北（大西） 

八重丸 八重丸 大西２ 下坂下北（大西） 

金丸 金丸 北の辺田西 下坂下北（北の辺田西） 

迎町 迎町 出登 下坂下北（出登） 

藤尾 藤尾 北の辺田東 北の辺田東 

中山 中山 米田 米田 

新町 新町 大場 大場 

乙丸区 乙丸 胡麻草 胡麻草 

松尾 松尾 中原 中原 

第三校区 

小原 小原 柴尾団地 柴尾団地 

相谷 相谷 田原 田原 

肥猪町 肥猪町 柿原 柿原 

肥猪 肥猪 上南田原 上南田原 

東豊永区 東豊永   

向原 向原   

小原団地 小原団地   

定住促進住宅区 定住促進住宅 
 組織数 行政区数 

向原団地区 向原団地 

  合 計 ６７ ７２ 
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第９節 防災業務施設整備計画 

町の防災行政無線は、平成８年にアナログ方式で運用を開始しているが、現在デジタル化工事

を施工中であり今年中に完成予定である。防災行政無線のデジタル化により、音声放送はもとよ

りメール配信による文字情報の提供を行う。また、庁舎等の防災施設の非常用電源設備について

は、浸水対策を徹底し、その燃料の備蓄、調達体制の充実を図る。 

さらに、住民記録のクラウド化によりデータの退避を行っている。 

第１０節 災害時備蓄計画 

災害時の食料、飲料水、最小限の生活用品等を備蓄するため、新庁舎敷地内に防災倉庫を整備

し、備蓄品の調達については、供給協定の締結を行っている。今後、非常用発電機や暖房器具等

の燃料の供給体制を整備するため、石油・ガス供給団体との協定の締結を行う。 

 

第１１節 災害ボランティア計画 

大規模又は甚大な災害が発生し、救援活動が広範囲又は長期に及ぶ場合、被災者一人ひとりに

対するきめ細やかな支援が必要となるため、ボランティアによる支援活動が大きな力として期待

されている。 

災害時のボランティア活動は、被災者の自立や被災地の一日も早い復興を支援するものであ

り、救援活動に携わるボランティア(個人・団体)は、自主性、主体性を持ちながらも、被災地で

の救援活動を行うにあたっての基本的なルールを遵守し、地域の関係機関等と相互に協力しなが

ら活動を展開することが求められている。 

また、災害発生時においては、地域住民相互の助け合いが不可欠であることから平時から地域

住民のボランティア活動に対する意識を高めるとともに、地域住民や地域の関係団体等がお互い

助け合い、支え合うような仕組みづくりを進めていくことが重要である。 

そこで、災害発生時におけるボランティアによる救援活動が円滑かつ効果的に展開できるよ

う、町、社会福祉協議会（以下「社協」という。）、日本赤十字社熊本県支部南関町分区と災害

時における協定を結び、連携のもと平時から以下の事業を積極的に推進することで体制整備を図

る。 

１ 地域福祉の推進 

町や社協は、災害発生時に要援護者の避難誘導や地域住民の安全確認、避難所運営、被災

者のニーズ把握、また、円滑かつ効果的な災害ボランティア活動を展開するため、平時から

その地域における住民やボランティア、ＮＰＯ、社会福祉法人等と協力して、誰もが安心し

て暮らせるよう、住民見守り活動や小地域ネットワーク活動などのまちづくり活動を進める

ものとする。 

また、ふれあいサロンや民生委員・児童委員協議会、老人クラブ、区長会等、地域の各種

会合の際に防災や災害時対応等について考えてもらう機会も積極的に取り入れるようにす

る。 

２ 関係機関との共同体制の構築 

町や社協等は、区長会、民生委員・児童委員、ボランティア、ＮＰＯ、社会福祉施設等の

関係機関・団体等と日頃から各種事業を通して顔の見える関係を築いておくものとする。 

また、災害発生時に近隣市町村との連携が円滑になされるよう、平時から市町村・社協間
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での応援協定の締結等による連携に努めるものとする。 

３ ボランティアの養成、登録、体制整備 

災害発生時のボランティア活動が円滑に行われるよう、災害ボランティアの養成や登録受

入れ体制を整備する。町ボランティアセンターは、災害発生時にボランティアとして活動で

きる個人やボランティア関係団体を事前に登録しておくものとする。 

４ ボランティアの受入体制の整備 

大規模な災害発生時に県内外から訪れるボランティアが円滑に活動できるように、災害ボ

ランティアセンターを設置し、受入体制の整備を行うものとする。特に災害発生直後の混乱

した時期における初動体制等を定めたマニュアルを各関係機関・団体の合意のもと策定し、

各種災害を想定した災害ボランティアセンター設置訓練や必要に応じてマニュアルの点検、

見直し等を実施するなど、各関係機関・団体相互の役割を明確にし、連携強化、情報の集約

体制等の強化に努めるものとする。 

５ ボランティアコーディネーターやボランティアリーダーの養成及び資質の向上 

災害発生時にボランティアの需給調整や関係機関との連絡調整等を行うボランティアコー

ディネーターやボランティアリーダーは、ボランティア活動を円滑に運営するに当たって重

要な役目を担っている。そこで、町ボランティアセンターは、研修会などを通してボランテ

ィアコーディネーター、ボランティアリーダー等を計画的に養成するとともに、その資質の

向上に努める。 

 

第１２節 防災関係機関等における業務継続計画 

町及び防災関係機関は、大規模災害時においても災害対応等の業務を適切に行うため、業務継

続計画（ＢＣＰ）を定めるものとする。なお、災害時に災害応急対策や復旧・復興の主体として

重要な役割を担うこととなることから、業務継続計画の策定等にあたっては、次の事項を盛り込

むものとする。 

⑴ 組織の長が不在時の明確な代行順位及び職員の参集体制 

⑵ 本庁舎が使用できなくなった場合の代替庁舎の特定 

⑶ 電気、飲料水、食料等の確保 

⑷ 災害時にもつながりやすい多様な通信手段の確保 

⑸ 重要な行政データのバックアップ 

⑹ 非常時優先業務の整理 

また、当該計画の実効性を確保するため、地域の特性等を踏まえつつ、食料・物資などの資源

の確保、定期的な教育・訓練・点検等を実施し、必要に応じて適宜見直しを行うものとする。 

 ※平成３０年３月策定  

 

第１３節 受援計画 

町及び防災関係機関は、災害の規模等に応じて他の自治体等からの応援職員が円滑に災害時の

応急・復旧業務を遂行できるよう、国の「災害時受援体制に関するガイドライン」等を参考に受

援計画を策定するものとする。 

受援計画の策定にあたっては、次の事項について定めておくものとする。 
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⑴ 総括 

ア 応援要請の手順 

イ 受援体制 

(ア) 受援組織の設置 

(イ) 受援組織の構成、役割 

ウ 応援の人的・物的資源の管理体制 

⑵ 人的支援 

ア 受援対象業務の整理 

(ア) 応援職員が行う業務の明確化 

(イ) タイムラインによる受援対象業務の全体像の整理 

(ウ) 業務ごとのマニュアルの整備、必要な資格、業務の実施時期、人員数等の整理 

イ 応援職員の活動環境の確保 

(ア) 応援職員の活動に必要な資機材（通信・ＯＡ機器、交通手段、燃料）、水、食料、

宿泊場所の確保 

⑶ 物的支援 

ア 調達先の確認・確保、要請手順 

イ 受入拠点の確保 

ウ 受入に必要な人員・資機材の確保等受入体制 

⑷ 被災市町村への支援 

ア 応援組織の設置 

イ 市町村の受援対象業務の把握 

ウ 県内市町村や他県等との連絡収集体制 

エ 各市町村の受援ニーズ・受援状況把握、全体状況の取りまとめ 

オ 体制が十分でない市町村への受援業務の支援、職員派遣による被災市町村のニーズ把握 

また、当該計画の実効性を確保するため、必要に応じて適宜見直しを行うものとする。 

※令和３年１月策定  

 

第１４節 防災知識普及計画 

１ 計画の方針 

台風、大雨などによる災害を最小限に食い止めるためには、各防災関係機関による災害対

策の推進はもとより、住民一人ひとりが日頃から災害についての認識を深め、自らを守ると

ともにお互いに助け合うという意識と行動が必要である。 

このため各防災関係機関は、国の「災害被害を軽減する国民運動の推進に関する基本方針

（平成１８年４月２１日中央防災会議決定）」を踏まえ、自らの職員及び住民に対し、災害

に関する正しい知識や災害予防・災害応急措置等の防災知識の普及徹底を図り、防災意識の

高揚を図るものとする。その際には、要配慮者への対応や男女双方の視点等に配慮するもの

とする。 

また、町は、学校教育はもとより様々な場での総合的な教育プログラムを教育の専門家や

現場の実務者等の参画のもとで作成するなどして、災害と防災に関する住民の理解向上に努
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めるものとする。さらに町は、教育機関、民間団体等との密接な連携の下、防災に関するテ

キストやマニュアルの配布、有識者による研修や講演会、実地研修の開催等により、防災教

育を実施するものとする。 

２ 職員に対する防災教育 

台風、大雨などの災害発生時に地域防災計画の実行上の主体となる職員には、災害に関す

る豊富な知識が必要とされるほか、これらの知識に基づく適切な判断力が求められる。この

ため町は、防災業務に従事する職員に対して次の防災教育を実施し、職員の災害に関する知

識の習得及び判断力の養成を図り、防災体制の確立等防災活動の円滑な推進を図るものとす

る。また、日頃防災業務に従事しない職員に対する研修会の実施などを通じて、組織全体の

防災対応能力向上に努めるものとする。 

⑴ 教育の内容 

ア 南関町地域防災計画及びこれに伴う各機関の防災体制の各自の任務分担 

イ 非常参集の方法 

ウ 各種災害の原因、対策等の科学的、専門的知識 

エ 過去の主な被害事例や過去の災害対応の教訓 

オ 防災関係法令の運用 

カ その他必要な事項 

⑵ 教育の方法 

ア 研修会等の実施 

イ 防災活動の手引き等印刷物の配布 

ウ 見学、現地調査等の実施 

３ 一般住民に対する防災知識の普及の方法 

防災知識の普及にあたっては、町の広報やホームページへの資料の掲載、関係チラシ等の

配布や防災講演会の開催、自主防災組織や自治会への資料提供等により普及を図る。 

また、高齢者、障がい者、外国人、乳幼児、妊産婦等要配慮者への対応や男女双方の視点

にも十分配慮するものとする。 

４ 一般住民に対する防災知識の普及の内容 

⑴ 地域防災計画の概要 

地域防災計画で定める避難指示等が発令された場合の行動手順や発令の基準等の概要を

各自治会や自主防災組織に配布し、適宜、普及周知を図るものとする。 

⑵ 災害予防及び応急措置の概要 

災害の未然防止若しくは軽減が、一般住民等に対する予防知識の普及によって、十分図

り得る事項については、防災ハザードマップや防災カード等に記載し、普及徹底する。 

前述の普及事項は、おおむね次のとおりである。 

ア 災害に備えた心構え 

イ 災害発生のメカニズム 

ウ 避難時の心得 

エ 緊急避難所や避難経路の位置 

オ 注意報、警報の種類と発表基準 
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カ 防災に関する情報を得られるホームページアドレス 

キ 危険箇所一覧 

ク 要配慮者への支援 

ケ 災害用伝言ダイヤル等の利用方法 

５ 学校教育における防災知識の普及 

町は、学校における体系的な防災教育に関する指導内容の整理、防災教育のための指導時

間の確保など、防災に関する教育の充実に努めるものとする。また、学校において、外部の

専門家や保護者等の協力のもと、防災に関する計画やマニュアルの策定が行われるよう促す

ものとする。 

⑴ 児童生徒等に対する防災知識の普及 

学校における防災知識の普及は、安全教育の一環として児童生徒等及び教職員の生命、

身体の安全を守るため行うものである。 

防災知識の普及は、各教科、特別活動における指導も含め、学校教育活動全体を通して

行うものであり、その内容や指導の方法については、次の内容を中心に、学校の種別や児

童生徒等の発達段階に応じて工夫を行い、実態に即した防災知識の普及を行うものとす

る。 

ア 災害時の身体の安全確保の方法 

イ 災害時の自助、共助、公助の考え方とそれぞれの役割 

ウ 風水害等災害発生の仕組み 

エ 防災対策の現状 

なお、風水害等の災害が発生した場合において、自らの命を守るため、主体的な行動

がとれるよう、住んでいる地域の特徴や過去の災害の教訓等について、防災教育の中に

取り入れるとともに、災害を想定した避難訓練等を実施するものとする。また、災害時

の保護者への児童の引き渡し方法について、あらかじめ検討し、周知するものとする。 

⑵ 指導者に対する防災知識の普及 

研修会等を通じて、指導者の資質向上を図るものとする。 

６ 防災上重要な施設の管理者等の指導 

町及び防災関係機関は、防災上重要な施設の管理者に対し、次の内容を中心に防災対策研

修等を実施し、その資質の向上を図るものとし、特に出火防止、初期消火、避難誘導等発災

時に対処し得る体制の整備を推進するものとする。 

⑴ 避難誘導等防災体制の整備 

⑵ 風水害等災害の特性及び過去の主な被害事例 

⑶ 危険物施設等の位置、構造及び設備の保安管理 

⑷ 出火防止、初期消火等の任務役割 

⑸ 防災業務従事者の安全確保 

７ 事業所の防災対策の促進 

町は、事業所における従業員の防災意識や防災力の向上を図るものとする。 

また、企業を地域コミュニティの一員としてとらえ、地域の防災訓練への積極的参加の呼

びかけ、防災に関するアドバイスを行うとともに、研修会等による企業防災担当者の人材育
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成を図るものとする。 

８ 外国人に対する防災知識の普及 

町は、日本語を母国語としない外国人のために、外国語による表記やふりがなを付記する

など、分かりやすく説明した防災に関するパンフレットの作成、配布を行うなど防災知識の

普及に努めるものとする。 

９ 防災知識の普及の時期 

町及び防災機関は、「防災週間」、「防災とボランティア週間」等普及の内容により、最

も効果のある時期を選んで、適宜、防災避難訓練を実施するなど防災知識の普及啓発を行う

ものとする。 

   ※ 防災の日：９月１日 

     防災とボランティアの日：１月１７日 

10 防災相談 

町及び防災機関は、一般住民に対する防災知識の普及活動の一環として、防災相談体制を

整え、住民からの相談に随時、適切に対応するものとする。 

11 災害教訓の伝承 

町は、過去に起こった大災害の教訓等を後世に伝えていくよう努めるものとする。 

 

第１５節 避難行動要支援者等支援計画 

１ 避難行動要支援者等支援体制の整備 

⑴ 避難行動要支援者の把握等 

町は、災害が発生し、又は災害が発生するおそれのある場合に自ら避難することが困難

な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要する者（避難行動

要支援者）の把握に努めるとともに、南関町地域防災計画において、避難行動要支援者に

ついて避難の支援、安否の確認その他の避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護

するための措置（以下「避難支援等」という。）について定めるものとする。 

⑵ 避難行動要支援者名簿の作成 

町は、南関町地域防災計画の定めるところにより、総務対策部と福祉対策部との連携の

下、平時において、避難支援等を実施するための基礎となるよう避難行動要支援名簿を作

成するとともに、避難行動要支援者名簿制度の周知に努めるものとする。 

また、避難行動要支援者名簿については、地域における避難行動要支援者の居住状況や

避難支援を必要とする事由を適切に反映したものとなるよう、定期的に更新するものとす

る。 

なお、町は、庁舎の被災等の事態が生じた場合においてもその活用に支障が生じないよ

う、避難行動要支援者名簿「データ」のバックアップ体制を構築するとともに名簿情報の

漏えいの防止等必要な措置を講じるものとする。 

⑶ 避難支援関係者等への名簿情報提供及び情報伝達体制の整備等 

町は、災害の発生の備え、避難支援等の実施に必要な限度で、南関町地域防災計画に定

めた消防機関、警察、民生委員・児童委員、社協、自主防災組織その他の避難支援等の実

施に携わる関係者（以下「避難支援等関係者」という。）に対し、避難行動要支援者本人
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の同意を得た上で、あらかじめ避難行動要支援者名簿を提供し、多様な主体の協力を得な

がら、避難行動要支援者に対する情報伝達体制を整備するものとする。 

なお、町は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、避難行動要支援

者の生命又は身体を災害から保護するために特に必要があると認めるときは、避難支援等

の実施に必要な限度で、避難支援等関係者その他の者に対し、避難行動要支援者の同意を

得ることなく、名簿情報を提供することができるものとする。 

また、伝達網の整備に当たっては、伝達者の不在を想定した複数のルート化等に配慮す

るものとする。 

さらに、情報伝達に当たっては、避難行動要支援者の特性（特に、聴覚障がい者、判断

能力が不十分な要配慮者、外国人等）を踏まえて伝達方法を工夫するよう配慮するととも

に、多様な手段を活用して情報伝達を行うよう努めるものとする。 

⑷ 避難誘導の支援、安否確認の体制づくり 

ア 支援者の選定等 

災害発生直後に、避難行動要支援者の避難誘導を迅速に行うためには、同居の家族や

避難支援者のほか、近隣住民の積極的な協力が必要であり、町は、自助、共助の順で避

難行動要支援者にとってできるだけ身近な者から避難支援者を定めるものとする。 

また、町は、自助・共助による支援が受けられない避難行動要支援者を把握し、必要

な支援内容や避難支援者を定めるため、関係機関、自主防災組織、介護保険事業者や社

会福祉施設関係者、障がい者団体等の福祉関係者、地元企業等の様々な機関等と連携を

図るものとする。 

特に避難行動要支援者を避難所に移送する場合に備え、あらかじめ福祉タクシー等と

協力しながら、その移送先や移送方法等について定めるよう努めるものとする。 

イ 関係機関等の役割分担 

災害時の避難誘導、安否確認等を適切に行うためには、避難支援者を中心とした地域

住民の協力が不可欠であるため、町は、避難支援者、自主防災組織、自治会・町内会

等、民生委員・児童委員、身体障害者相談員等、知的障害相談員等と連携を図り、災害

発生時にそれぞれ具体的にどのような支援を行うのかという役割分担や避難誘導の経過

や安否確認の結果の情報集約方法などについて共通認識を持っておくものとする。 

ウ 避難誘導の支援体制づくり 

在宅の避難行動要支援者を指定緊急避難場所等へ避難誘導するためには、平時から避

難行動要支援者に関する情報の把握・共有、避難支援者を中心とした近隣のネットワー

クづくりを進め、地域住民同士の協力関係をつくることが重要であるので、町は、避難

支援計画を作成し、地域住民に十分説明するとともに、研修や避難訓練を実施するな

ど、避難行動要支援者の避難支援に対する地域住民の理解促進を図るものとする。 

また、住民相互の助け合いを促し、避難支援等の体制を構築するためには、日頃から

地域づくりを進めておくことが重要である。このため、町や自主防災組織・自治会等

は、避難行動要支援者を含め、普段から住民同士が顔の見える関係を構築することを促

すとともに、地域おこしのための活動やボランティアとの連携を検討するなど避難支援

等関係者を拡大するための取組みを行っていくよう努めるものとする。 
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さらに、町は、避難所等の所在地を示す避難誘導標識や避難地案内板の設置を進める

とともに、避難行動要支援者に配慮したわかりやすい表記等に努めるものとする。 

なお、避難行動要支援者の安全な避難に時間を要する場合もあることから、平時か

ら、避難行動要支援者が参加する避難訓練の実施等を通じて、避難支援者とともに避難

方法や避難経路等の確認を行い、円滑な避難が可能となるよう努めるとともに、福祉避

難所を活用した予防的避難などの普及啓発を図るものとする。 

エ 安否確認の体制づくり 

町は、災害発生時に速やかに避難行動要支援者の安否確認が行えるように、日頃から

社会福祉施設等の避難行動要支援者と関係する各施設、居宅介護支援事業者、関係団体

等と連携を図るなど、安否確認の体制を整備するものとする。 

⑸ 福祉避難所を含めた避難所の確保 

町及び指定避難所となる施設の管理者は、高齢者、障がい者、乳幼児等要配慮者用のス

ペースの確保や必要に応じてバリアフリー化を行うなど、要配慮者の利用を考慮した施設

整備を進めるものとする。 

また、町は、あらかじめ社会福祉施設、デイサービスセンターなどの通所施設に加え、

ホテル等の宿泊施設と協定を締結するなどして、要配慮者の特性に応じた福祉避難所の指

定を進めるものとする。 

また、住民への周知徹底を図るとともに福祉避難所の人員確保図るため関係団体との連

携に努めるものとする 

なお、福祉避難所の運営を円滑に行うために、町は福祉避難所運営マニュアルをあらか

じめ作成して、関係者の研修・訓練を実施するものとする。 

⑹ 物資の備蓄等 

指定避難所として指定させた施設には、応急的に必要と考えられる食料、飲料水のほ

か、毛布、布団等の寝具、トイレットペーパー等の生活必需品、衛生用品等の備蓄に努め

るとともに、障がい者用の仮設トイレや医療機器、非常用発電機等の導入計画を作成する

ものとする。 

また、高齢者、乳幼児、女性、障がい者等の要配慮者の避難に備えて、紙おむつや生理

用品等の生活必需品やお粥、乳児用の粉ミルク、食物アレルギー対応食品等の食料の備蓄

に努めるものとする。 

⑺ 熊本県災害派遣福祉チーム（熊本ＤＣＡＴ）の派遣体制の整備 

町は、災害発生時において高齢者、障がい者等の要配慮者を支援するため、指定避難

所、福祉避難所等において、福祉ニーズの把握や福祉的トリアージ、福祉サービスの提供

及び廃用症候群の予防などを行う熊本県災害派遣福祉チーム（熊本ＤＣＡＴ）の派遣に備

え、研修を実施するなど体制を整備するものとする。 

２ 避難行動要支援者支援の円滑な実施のための方策 

⑴ 避難支援計画の策定 

町は、前述の体制整備を踏まえて、避難行動要支援者支援を円滑・的確に実施するた

め、避難行動要支援者支援に係る全体的な考え方を整理し、南関町地域防災計画に重要事

項を定めるとともに、細目的な部分も含め、南関町地域防災計画の下位計画として全体計
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画を定めるものとする。 

また、町は、南関町地域防災計画に定めるところにより、避難行動要支援者に関する情

報（氏名、生年月日、性別、住所又は居所、電話番号その他の緊急連絡先、障がいの状況

等避難支援等を必要とする事由等）を平時から収集し、避難行動要支援者名簿として作成

するとともに、一人ひとりの避難行動要支援者に対して複数の避難支援者、避難場所、避

難経路などの避難方法について定める等、具体的な避難支援計画（個別計画）の策定に努

めるものとする。 

さらに、策定された避難支援計画については、避難訓練等を通じて、定期的に確認を行

い、必要に応じて見直すものとする。 

なお、避難支援計画は、町の避難行動要支援者全体に係る全体計画と避難行動要支援者

一人ひとりに対する個別計画で構成されるものであり、作成に当たっては、「避難行動要

支援者の避難行動支援に関する取組指針（平成25年８月内閣府策定）」を参考とするもの

とする。 

⑵ 避難行動要支援者支援班の設置 

町は、避難行動要支援者の避難支援業務を的確に実施するため、福祉対策部を中心とし

た横断的な組織として「避難行動要支援者支援班」の設置に努めるものとする。 

避難行動要支援者支援班は、平時には、避難行動要支援者情報の共有化、避難支援計画

の策定、避難行動要支援者参加型の防災訓練の計画・実施、広報等を行い、災害時には、

避難準備情報等の伝達業務、避難誘導、安否確認・避難状況の把握などの業務を行う。 

⑶ 避難行動要支援者情報の取扱い 

消防本部、消防団、警察、自主防災組織、避難支援者等の第三者への避難行動要支援者

情報の提供については、個人情報保護の観点から、町は、避難行動要支援者名簿情報の漏

えい等の防止に必要な措置を講じるものとする。 

なお、保有個人情報に関しては、災害対策基本法に基づき、町内部における名簿情報の

利用が可能であるほか、災害発生時においては、当該名簿情報の外部提供ができる場合が

あることに留意する。 

なお、登録情報の共有の方法として、上記関係団体等で構成する避難行動要支援者避難

対策会議（仮称）等の設置が考えられる。 

３ 要配慮者利用施設における避難確保計画の作成及び訓練実施の義務化 

   水防法第１５条の３及び土砂災害防止法施行規則第５条の２の改正に伴い、浸水想定区域  

や土砂災害警戒区域内に位置する要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、関係機関の協力

を得て、水害や土砂災害が発生する場合における避難確保に関する計画を策定し、それに基

づき、避難誘導等の訓練を実施するものとする。また、町は避難確保計画を作成していない

要配慮者利用施設の所有者又は管理者に対し、必要な指示等を行うものとする。該当施設

は、以下のとおり。 

施設名 施設所在地 災害種別 

さかき診療所 南関町大字上長田638-1 洪水浸水 

デイサービスあい 南関町大字四ツ原3072 土砂災害 

デイサービス元気が一番 南関町大字久重3385-2 洪水浸水 
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和楽荘デイサービス南関の里 南関町大字久重3424-3 洪水浸水 

グループホーム谷崎 南関町大字相谷1763 土砂災害 

ホーム谷崎 南関町大字相谷1763 土砂災害 

グループホームたんぽぽ 南関町大字四ツ原1338 土砂災害 

住宅型有料老人ホーム関の郷 南関町大字関町16-1 洪水浸水 

 

 

第１６節 公共施設等災害予防計画 

 生活に密着した公共施設等が被災した場合、住民の生活の維持に重大な支障を来すことが予想

され、その影響は極めて大きいため、施設の耐災化及び機能強化等を図るものとする。 

 さらに、これらの施設が、災害時において災害対応の拠点となることも想定し、必要に応じ、

防災機能の強化を図るものとする。 

1 下水道 

 下水道の機能が麻痺した場合、住民生活に与える影響は極めて大きいため、下水道管理者は、

発災に備えて、終末処理場や内水排除施設等を良好な状態に保つように維持管理するとともに、

非常用発電装置の準備やその他所要の被災防止装置など、災害に対して必要な対策を講じるもの

とする。 

2 学校施設 

 災害発生時における児童生徒及び教職員の安全を図るため、校舎等の耐震性を確保し、非構造

部材の落下防止等の対策を講じるものとする。 

 また、パソコン、テレビ、ロッカー、書棚、下駄箱、薬品棚、実験実習機器等の転落落下等の

防止について、その防災対策を強化するとともに、児童生徒、教職員の安全と避難通路が確保で

きるように設置方法、場所等について十分配慮するものとする。 

 なお、転倒転落等の防止対策については、定期的に確認するものとする。 

3 医療施設 

 町は、医療施設の安全性を確保するため、管理者に対して、次の事項を必要に応じて指導、助

言するとともに、被災情報の収集に必要となる連絡網の整備や災害復旧を含めた補助制度等の周

知を行うものとする。 

 (1)施設独自の防災計画を整備し、防災組織体制の確立を図ること。 

 (2)施設の耐震性その他の安全性の確保を図ること。 

 (3)施設の職員及び患者に対し、災害対策に関する啓発を行うこと。 

 (4)施設の職員及び患者に対し、避難訓練を実施すること。 

 (5)施設の職員及び患者の避難路の確保と周知を行うこと。 

 (6)施設における事業継続計画(ＢＣＰ)の策定を推進すること。 

4 社会福祉施設 

 町は、施設の災害予防対策を推進するため、各事業者に対して、次の事項を必要に応じて指

導、助言するとともに、被災情報の収集に必要となる連絡網の整備や災害復旧を含めた補助制度

等の周知を行うものとする。 

 (1)施設独自の自主防災計画を整備し、防災組織体制の確立を図ること。 



23 

 

 (2)国庫補助制度の積極的な活用等により、施設の耐震性その他の安全性の確保を図ること。 

 (3)施設の職員及び利用者に対し、災害対策に関する啓発を行うこと。 

 (4)施設の職員及び利用者に対し、避難訓練を実施すること。 

 (5)施設の職員及び利用者の避難路の確保と周知を行うこと。 

5 工事中の建築物等に対する措置 

 工事中の建築物その他の工作物又は施設について、災害に備えて安全確保上実施すべき措置を

あらかじめ定めておくものとする。なお、災害のおそれがある場合には、原則として工事を中断

するものとする。 
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第３章 風水害応急対策計画 

第１節 防災組織計画 

災害が発生、又は発生するおそれがある場合における災害応急対策を実施するための組織及び

構成についての計画である。 

１ 町防災会議 

災害対策基本法に基づき、南関町防災会議の組織及び所掌事務は、次のとおりとする。 

⑴ 組織 

会 長 町 長 

委 員 

・県職員 

・警察官 

・副町長 

・教育長 

・消防団長 

・消防署職員 

・指定地方行政機関の職員 

・自主防災組織を構成する者又は学識のある者 

・女性代表 

・指定公共機関又は指定地方公共機関の職員 

・町の課内職員 

⑵ 所掌事務 

ア 南関町地域防災計画の作成、その実施の推進 

イ 町長の諮問に応じて、当町の地域に係る防災に関する重要事項の審議 

ウ 前号に規定する重要事項に関し、町長に意見を述べること。 

エ その他法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務 

２ 南関町災害対策本部 

町長は、当町に地域において災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、そ

の地域に係る災害予防及び災害応急対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認める

ときは、非常体制として南関町災害対策本部を設置する。 

⑴ 災害対策本部の設置又は廃止 

ア 設置の基準 

災害対策基本法第２３条の２第１項の規定に基づき、おおむね次の基準により設置す

るものとする。 

   ① 暴風雨、大雨、洪水等の警報が発表され、大規模な災害の発生が予想されるとき。 

② 警報発表の有無にかかわらず災害が発生し、又は発生のおそれがあり、特に災害応急

対策を実施する必要があるとき。 

③ 町に大規模な地震、火災、爆発、その他重大な災害が発生したとき。 

④ 町域の有害物質、放射性物質等の大規模な災害を誘発する物質が大量放出されたと

き。 

⑤ 多数の死傷者を伴う自動車、航空機等の事故、その他重大な事故が発生したとき。 

⑥ その他、災害救助法による救助を適用する災害が発生し、必要と認めるとき。 
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イ 廃止の基準 

災害発生のおそれが解消したと認めるとき、又は災害応急対策がおおむね完了したと

認めるとき 

⑵ 災害対策本部の事務 

ア 災害に関する情報の収集 

イ 災害予防及び災害応急対策を的確かつ迅速に実施するための方針の作成並びに当該方針

に沿った災害予防及び災害応急対策の実施 

⑶ 災害対策本部の組織及び分掌事務 

ア 組織 

災害対策本部の組織編成は、次のとおりとする。 

本部長 町  長 

副本部長 
副 町 長 

教 育 長 

対策部（部長） 班 名 

総務対策部（総務課長） 
     （会計課長） 
     （議会事務局長） 

総務班、消防交通班、 

経理班、広報情報班 

福祉対策部（福祉課長） 

     （健康推進課長） 

福祉班 

医療班 

生活対策部（税務住民課長） 
防疫班 

住民・税務班 

経済対策部（経済課長） 
     （まちづくり課長） 経済班 

建設対策部（建設課長） 土木班 

教育対策部（教育課長） 

（給食センター所長） 
教育班 

指揮対策部(南関分署長) 状況指揮班 

指揮対策部(消防団長) 現場指揮班 

 

イ 災害対策本部の分掌事務 

各対策部、班の分掌事務は、次のとおりとする。 

対策

部名 
班名（班長） 所属 分掌事務 

総 

務 

対 

策 

総務班 

（総務課長補佐） 

 

総 

務 

課 

・本部の事務に関すること 

・職員の安否確認・人員調整に関すること 

・被害調書の作成及び県、中央機関への要望並びに報告に関する

こと 
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部 ・ 

会 

計 

課 

・ 

議 

会 

事 

務 

局 

・災害日誌及び災害記録に関すること 

・災害対策経費の取りまとめ及び予算措置に関すること 

・他対策部に属さない事項及び特に本部長の指示する事項 

消防交通班 

（消防交通係長） 

・消防団、自主防災組織に関すること 

・交通対策に関すること 

・災害時の交通輸送計画に関すること 

経理班 

（会計課長補佐） 

・義援金、見舞金品の保管に関すること 

・災害救助基金等の出納に関すること 

・応急対策物品の購入、出納に関すること 

広報情報班 

（総務課係長） 

・住民への広報に関すること 

・災害の情報及び被害報告の取りまとめに関すること 

・災害写真全般に関すること 

・気象情報、予警報の記録伝達に関すること 

福 

祉 

対 

策 

部 

福祉班 

（福祉課長補佐） 

 
福
祉
課
・ 

健
康
推
進
課 

・災害救助法に基づく諸対策に関すること 

・避難所の設置・運営に関すること 

・被災世帯の調査に関すること 

・災害に係る住民福祉の分掌業務に係ること 

・義援金品、見舞金品等の受付及び配分に関すること 

・救援物資等の受付及び配分に関すること 

・応急食糧の確保及び調達に関すること 

・防災要員に対する炊き出しに関すること 

・被害状況の実態調査に関すること 

・災害ボランティアに関すること 

・応急仮設住宅の設置及び応急修理に関すること 

・その他福祉課の所掌事務に係る災害予防及び災害応急対策に

関すること 

医療班 

（健康推進課長

補佐） 

 

・救護並びに患者移送に関すること 

・医療関係者の動員に関すること 

・医薬品衛生材料の調達及び供給に関すること 

・死体の捜索及び処理に関すること 

生 

活 

対 

策 

部 

防疫班 

（環境対策係長） 税 

務 

住 

民 

課 

・防疫体制の企画立案に関すること 

・被災地域の防疫及び清掃に関すること 

・災害時のごみ処理に関すること 

・衛生関係機関に係る被害状況の把握、報告に関するこ  と 

・災害廃棄物の仮置き場の設置・処理に関すること 

住民・税務班 

（税務住民課長

補佐） 

・住民情報に関すること 

・災害に係る町税の減免に係ること 

・固定資産の被害状況実態調査に関すること 

・その他、税務住民課の所掌事務に係る災害予防及び災害応急対

策に関すること 
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経 

済 

対 

策 

部 

経済班 

（経済課長補佐） 

経
済
課
・ 

ま
ち
づ
く
り
課
・ 

農
業
委
員
会
事
務
局 

 

・被害農作物の病害虫の防除に関すること 

・商工業の被害状況調査に関すること 

・災害時使用の船の調達に関すること 

・その他、経済課、まちづくり課及び農業委員会事務局の所掌事

務に係る災害予防及び災害応急対策に関すること 

 

建 

設 

対 

策 

部 

土木班 

（建設課長補佐） 

建 

設 

課 

・土木建設用機械等の調達及び運用に関すること 

・交通途絶時の迂回路の設定に関すること 

・河川の水位、雨量等の情報収集及び水防法に基づく諸対策に関

すること 

・農地、農業用施設等の災害予防及び被害調査並びに災害応急対

策に関すること 

・土木施設の災害応急措置に関すること 

・災害建築資材の調達斡旋に関すること 

・飲料水の調達及び給水に関すること 

・その他、建設課の所掌事務に係る災害予防及び災害応急対策に

関すること 

教 

育 

対 

策 

部 

教育班 

（教育課長補佐） 

教 

育 

課 

・教育施設等の復旧に関すること 

・児童生徒の応急対策に関すること 

・地域婦人会等社会教育関係団体の協力要請に関するこ と 

・その他、教育課の所掌事務に係る災害予防及び災害応急対策に

関すること 

指
揮
対
策
部 

状況指揮班 

有
明
消
防
本
部 

・有明消防本部職員の活動に関すること 

・消防団との連携に関すること 

・各消防団の状況調査に関すること 

指
揮
対
策
部 

現場指揮班 
消
防
団 

・消防団員の活動に関すること 

・現場状況の収集に関すること 

・災害時の搬送に関すること 

 

ウ 本部会議 

本部長は、町災害対策本部の運営及び災害対策の推進に関し協議するため、災害対策

本部を設置したとき及びその後必要の都度、本部会議を招集する。 

本部会議の協議事項はおおむね次のとおりとする。 

① 本部体制の配備及び廃止に関すること 

② 重要な災害情報の収集・分析及びこれに伴う対策方針の作成並びに当該方針に沿った

対策の実施に関すること 

③ 避難指示等の発令に関すること 
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④ 自衛隊の災害派遣要請に関すること 

⑤ 災害対策の重要な連絡又は総合調整に関すること 

エ 本部の設置 

町災害対策本部が設置されたときは、本部会議の庶務、本部の総括的業務を処理する

ため本部室を置く。本部室は、本部長が定める場所に設け、その運営管理は総務班が担

当する。 

オ 本部連絡員の配備 

各部長は、災害の種類に応じて本部連絡員を指名し、本部に出向させ、災害情報の把

握整理、各部班に対する連絡通報、部外防災関係機関との連絡調整等の活動にあたらせ

る。 

 

第２節 職員配置計画 

災害応急対策活動を実施するために必要な人員を確保するために職員配置計画を定める。 

１ 職員の配置基準 

災害が発生した場合又は発生するおそれがある場合における町職員の配置は、おおむね次

の基準により行うものとする。 

⑴ 災害対策本部設置前の配置体制 

ア 注意体制 

気象業務法（昭和２７年法律第１６５号）等に基づく災害のおそれがある注意報で大

雨注意報、洪水注意報が発令され、総務課長が注意体制をとる必要があると認めたとき

は、下記配置体制により職員の配置を行い、予警報の伝達、災害情報並びに被害報告の

収集にあたるものとする。 

○注意体制下の職員配置基準 

課 名 総務課・建設課 

人 員 ２人以内 

イ 警戒体制 

気象業務法に基づく災害に関する警報が１以上発表されたとき、又は災害発生のおそ

れがある場合、若しくは災害が発生した場合は、総務課長の指示に基づき、下記配置体

制による職員の配置を行い、警報の伝達、災害の情報又は被害報告の収集等災害応急対

策の実施にあたるものとする。 

○警戒体制下の職員配置基準 

課 名 総務課 建設課 
経済課・ 

まちづくり課 
福祉課 

人 員 ３人以内 ３人以内 ３人以内 ３人以内 

※関係課長は、あらかじめ警戒体制下の配置体制の職員を指名しておく。 

⑵ 災害対策本部設置後の配置体制 

災害諸対策を強力かつ迅速に推進するため、次により職員を配置する。 

ア 配置体制の基準 
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配置 

体制 
配置時期 配置内容 班編成 

第１配置 

ア局地的な災害が発生した場合 

イその他必要により本部長が当該

配置を指示したとき 

予警報の伝達、災害情報又は

被害報告の収集、水防救助活

動が円滑に行える体制とする 

１班体制 

（配置計画の1班～3班

までの中から順次配

置） 

第２配置 

ア局地的な災害が発生し、さらに被

害が拡大するそれがある場合 

イその他必要により本部長が当該

配置を指示したとき 

第１配置により難い場合で、

直ちに災害応急活動が開始で

きる体制とする 

２班体制 

（配置計画の1班～3班

までの中から順次配

置） 

第３配置 

ア町内全域にわたる災害が発生し、

被害が甚大な場合 

イ本部長が当該配置を指示したと

き 

全職員をもってあたるもの

で、状況によりそれぞれの災

害応急対策活動が強力に推進

できる体制とする 

全職員 

２ 災害対策本部設置後の職員の動員、配置のための伝達系統 

⑴ 平常勤務時の場合 

ア 災害対策本部の総務対策部長は、職員の配置体制をとったときは、関係部長に対して配

置決定の指示を行い、関係部長は、職員の配備を行う。 

イ 消防団・自主防災組織に対しては、総務対策部消防交通班長がその旨を団長・会長に連

絡する。 

ウ 対策関係部長は、それぞれの所管する関係事務所等へその旨を連絡する。 

⑵ 勤務時間外、休日等の場合 

ア 総務対策部長は、職員配置体制をとったときは、関係部長に対して配置決定の指示を行

い、関係部長は、直ちに関係配置職員に緊急連絡を取り、職員の配置を行う。 

イ 配置職員は、招集の通知を受けたときは直ちに登庁し、登庁した旨を総務課対策部長又

は関係部長に連絡するとともに所定の業務につく。 

ウ 配置職員は、勤務時間外において災害が発生し、又は災害のおそれがあることを知った

ときは、関係者からの連絡、テレビ、ラジオ等に留意するとともに、進んで関係方面へ連

絡を取り、連絡が取れない場合は、自主的に所定の配置に就くよう努めなければならな

い。 

⑶ 連絡方法 

ア ＳＮＳ、電話、メール等確実な方法により連絡する。 

イ 特に緊急配置を必要とするときは、庁用自動車により配置職員の所在場所から配置場所

へ移送するなど措置をとる。 

⑷ 配置体制の解除 

配置体制の原因となった気象予警報が解除されるなど、災害発生のおそれがなくなった

ときは、総務対策部長は、関係部長と協議のうえ、配置体制を解除するとともに、関係部

や消防団及び自主防災組織へこの旨を連絡する。 
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※動員配置伝達系統図 

 

○注意報発令 →      警報に切替わる見込の有無 

                ↓            ↓ 

                有            無 

                ↓            ↓ 

             注意体制（２人以内）     自宅待機 

 

○警報発令  → 総務課長は、警戒体制下の職員配置体制を決定 

                       ↓ 

関係課長へ連絡 

                       ↓ 

関係課長は職員へ連絡 

                       ↓ 

警戒体制下の配置体制 

 

○災害対策本部の設置 → 対策本部で協議し職員配置体制の決定 

                       ↓ 

各対策部長は決定した配置体制の職員へ連絡し職員を配備 

                       ↓ 

災害対策本部設置下の配置体制 

 

３ 他機関に対する出動応援要請 

災害応急対策又は災害復旧のため必要があるときは、町長は、地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第２５２条の１７又は災害対策基本法第２９条の規定により、他の地方公

共団体又は国の機関の職員の派遣を要請することができる。また、災害対策基本法第３０

条の規定により、職員の派遣のあっせんを求めることができる。 

⑴ 町の体制 

災害応急対策又は災害復旧のため、職員の派遣を受けた際の取り扱いは、地方自治法第

２５２条の１７又は災害対策基本法第３２条の規定によるが、災害時における派遣職員の

円滑な受入を図り、応急措置の実施が促進されるよう体制を整えておくものとする。 

⑵ 災害派遣手当 

災害派遣手当は、災害対策基本法第３２条の規定により、支給するものとする。 

⑶ 派遣職員に対する給与又は経費の負担 

国からの派遣職員には、災害対策基本法施行令（昭和３７年政令第２８８号）第１８条

の規定、県からの派遣職員には、地方自治法第２５２条の１７第３項の規定により、支給

するものとする。 
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第３節 気象予警報等伝達計画 

災害発生のおそれのある気象業務法に基づく注意報又は警報並びに水防警報、消防法に基づく

火災気象通報等（以下「予警報」という。）を関係機関又は住民に迅速かつ確実に伝達するため

の通報系統を定める。 

１ 予警報等の定義 

この計画において、注意報、警報、気象情報は、次のとおりとする。 

⑴ 注意報、警報 

注意報とは、災害が起こるおそれがある場合に気象業務法に基づき、熊本地方気象台が

一般又は関係機関に対して、注意を喚起するために行う予報をいう。 

警報とは、重大な災害が起こるおそれがある場合に気象業務法に基づき、熊本地方気象

台が一般又は関係機関に対して、警戒を喚起するために行う警報をいう。 

 

◎熊本地方気象台が発表する南関町の注意報、警報の種類又は発表基準 

警報の発表基準をはるかに超える大雨等が予想され、重大な災害が発生するおそれが著しく高

まっている場合、特別警報を発表し、最大級の警戒を呼び掛ける。 

また、大雨特別警報が発表された場合、重大な土砂災害や浸水害が発生するおそれが著しく大

きい状況が予想され、特に警戒すべき事項を標題に明示して「大雨特別警報（土砂災害）」、

「大雨特別警報（浸水害）」又は「大雨特別警報（土砂災害、浸水害）」のように発表する。雨

が止んでも重大な土砂災害等のおそれが著しく大きい場合には発表を継続する。 

 

種  類 発表基準 

注 

意 

報 

気 

象 

注 

意 

報 

大雨 
大雨による災害発生のおそれがあると予想される場合。 

具体的には、表面雨量指数基準10以上、又は土壌雨量指数基準122以上。 

大雪 
大雪による災害発生のおそれがあると予想される場合。 

具体的には、12時間降雪の深さ3cm以上。 

強風 
強風による災害発生のおそれがあると予想させる場合。 

具体的には、平均風速10ｍ/ｓ。 

風雪 
風雪による災害発生のおそれがあると予想される場合。 

具体的には、平均風速10ｍ/ｓで雪を伴う。 

雷 落雷等により被害が予想される場合。 

濃霧 
濃い霧によって災害発生のおそれがあると予想される場合。 

具体的には、濃霧によって視程が陸上で100ｍ以下。 

乾燥 
空気が乾燥し、火災の起こりやすい状態が予想される場合。 

具体的には最小湿度が40％以下、実効湿度が65％以下。 

着氷・着雪 
着氷・着雪によって災害発生のおそれがあると予想される場合。 

大雪警報・注意報の条件下で、気温が－2℃～2℃の場合。 

霜 
早霜、晩霜等によって農作物に著しい災害が起こるおそれがあると予想され

る場合。11月20日までの早霜、3月20日以降の晩霜で最低気温3℃以下 
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低温 

低温によって農作物、水道管破裂、道路凍結等に著しい災害が起こるおそれ

があると予想される場合。具体的には、平地で冬期で最低気温が－5℃以下。

夏期で平年より4℃以上低い日が3日続いた後、さらに2日以上続くと予想さ

れる場合。 

なだれ 

なだれが発生して災害が起こるおそれがあると予想される場合。具体的には

積雪の深さ100㎝以上で、１．気温3℃以上の好天 ２．低気圧等による降雨 

３．降雪の深さが30㎝以上 のいずれかが予想される場合。 

洪水 

大雨、長雨などの現象によって河川の水位が増加し、災害発生のおそれがあ

ると予想される場合。流域雨量指数基準が関川流域8.5以上、琵琶瀬川流域

4.4以上または、複合基準で琵琶瀬川流域が表面雨量指数8以上かつ流域雨量

指数3.6以上。 

警 

報 

気 

象 

警 

報 

大雨 
大雨によって、重大な災害が起こるおそれがあると予想される場合。 

具体的には、表面雨量指数基準25以上、又は土壌雨量指数基準201以上。 

大雪 
大雪によって重大な災害の起こるおそれがあると予想される場合。 

具体的には、12時間の降雪の深さが10㎝を超えると予想される場合。 

暴風 
暴風によって重大な災害の起こるおそれがあると予想される場合。 

具体的には、平均風速20ｍ/ｓを超えると予想される場合。 

暴風雪 
暴風雪によって重大な災害の起こるおそれがあると予想される場合。 

具体的には、平均風速20ｍ/ｓを超えて雪を伴う。 

 洪水 

洪水によって重大な災害の起こるおそれがあると予想される場合。 

具体的には、流域雨量指数基準が関川流域で10.7以上、琵琶瀬川流域で5.6以

上。 

記録的短時間大雨情報 1時間雨量が110mm 

 

※ 土壌雨量指数とは、降った雨が土壌中に貯まっている様子を表したもので、土砂災害発生

の危険性を示す指標。 

※ 流域雨量指数とは、河川の流域に降った雨水が、どれだけ下流域に影響を与えるか、これ

までに振った雨量と今後数時間に降ると予想される雨から指数化したもので洪水危険度を監

視することが可能。 

※ 土砂災害警戒情報とは、土砂災害による人的被害防止の観点から、気象業務法、災害対策

基本法及び土砂災害防止法に基づき、大雨警報発表中でさらに大雨による土砂災害発生の危

険度が高まった市町村に対して、市町村長が防災活動や住民等への避難指示等の災害応急対

応を適時適切に行えるよう支援すること。また、住民の自主避難の判断等に利用できること

を目的として、県と気象庁が共同して発するもの。 

⑵ 気象情報 

気象情報とは、気象業務法に基づいて気象庁が、警報・注意報に先立って注意を呼び掛

けたり、警報・注意報を補完したりするために発表するものをいう。 

熊本地方気象台は、熊本県を対象とする気象情報を発表する。警報発表中に熊本地方で
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１時間に110㎜以上の雨量を観測した場合は直ちに「記録的な短時間雨量を観測した」旨の

熊本県記録的短時間大雨情報を発表する。 

⑶ 特別警報 

気象庁が平成２５年８月３０日から運用開始している。 

大雨・地震・津波・高潮などにより、重大な災害の起こるおそれがあるときは、警報を

発表して警戒を呼び掛けていたものを今後は、この警報の発表基準をはるかに超える豪雨

や大津波等が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、新たに「特別警

報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛ける。 

２ 伝達方法 

防災行政無線、災害情報共有システム（L-ALERT）、緊急速報メール、愛情ねっと、広報

車、ＳＮＳ、電話、口頭による伝達。 

 

第４節 災害情報収集計画 

災害の情報又は被害状況の収集のために定めるものである。災害応急対策を迅速かつ的確に実

施する基礎となるものであるから、災害が発生、又は発生するおそれがあると予想されるとき

は、速やかにこれらの情報、報告の収集に努めるとともに何人もこれに協力しなければならな

い。また、この場合の安全確保には十分に注意する。 

１ 災害情報の収集 

⑴  異常現象発見者の通報 

災害のおそれがある異常現象（竜巻、強い雹、土砂崩れ等）を発見したものは、直ちに

その旨を町長、区長、自主防災会長、消防団員、消防署員、警察官に通報しなければなら

ない。 

⑵ 区長・自主防災会長通報 

区長・自主防災会長は、災害が発生、又は発生するおそれがあるときは、地区内の危険

箇所の状況把握を行い、災害が発生した場合及び異常現象発見者からの通報を受けた場合

は、直ちにその状況を調査し、カメラ等で災害記録を撮り、関係課又は総務課へ連絡す

る。 

⑶ 消防団関係 

ア 消防団員は、常時地区内の状況を把握するとともに、区長との連絡を密にする。 

イ 災害が発生、又は発生するおそれがあるとき、若しくは警戒体制下においては地区内の

危険箇所を巡回し、状況の把握又は情報収集を行う。 

ウ 災害が発生した場合又は通報を受けた場合は、その状況を調査し、カメラ等で災害記録

を撮り、直ちに所定の方法により総務課（総務班）へ連絡する。 

 

第５節 災害時要配慮者等避難支援計画及び避難収容計画 

◎ 災害時避難行動要支援者対策 

災害が発生した時、最も危険な状況におかれる人々は、高齢者や障がい者・乳幼児等、自

力で避難することが困難な人たちである。また、在留外国人及び観光客等、危険な地域や避

難場所が分かりにくい人たちも同様である。 
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高齢化社会の進展や単身世帯の増加などにより、支援を必要とする人々は増加傾向にあ

り、本町防災対策の重要課題と位置づけ名簿等を整備するものとする。 

１ 避難行動要支援者対策 

⑴ 避難行動要支援者についての避難支援、安否確認その他要支援者の生命又は身体を災害か

ら保護するために必要な措置を実施するための基礎となる名簿（以下「避難行動要支援者名

簿」という。）を作成する。 

⑵ その他、避難行動要支援者の避難対策については、本町が作成した災害時避難行動要支援

者避難支援プランにより実施する。 

２ 避難行動要支援者名簿の範囲 

⑴ 高齢者 

ア 介護保険の「要介護４以上の者」で、在宅で生活する者（寝たきり、認知症高齢者含

む。ただし、要介護３以下でも自力での行動ができない方は対象とする。） 

イ 在宅の６５歳以上の一人暮らしの高齢者（高齢者のみの世帯含む。） 

⑵ 障がい者 

ア 身体障がい者（身体障害者障害程度等級表の級別「１級及び２級」の者） 

イ 知的障がい者（療育手帳判定基準の障害程度「最重度（Ａ１）及び（Ａ２）」の者） 

ウ 精神障がい者（精神障害者保健福祉手帳の障害等級「１級」の者） 

⑶ その他一人では、避難が困難な者 

３ 避難行動要支援者名簿の作成 

名簿の作成にあたり、必要な個人情報の収集方法は、次のとおりとする。 

⑴ 手上げ方式 

災害時の避難支援を自ら希望する者のうち、避難行動要支援者の要件に該当し、自主防

災組織（自治会等）、民生委員・児童委員、社協、消防署、警察署に個人情報を提供する

ことに同意した者については、名簿に登録する。 

⑵ 同意方式 

自主防災組織（自治会等）、民生委員・児童委員等が地域において要配慮者を把握し、

そのうち特に支援を必要とする避難行動要支援者本人に直接登録を働きかけ、同意を得ら

れた場合には、名簿に登録する。 

なお、難病患者等、町で把握していない者については、災害対策基本法第４９条の１０

第４項の規定により、当該情報を保有する県知事等に対し、必要な情報の提供を求め、本

人の同意が得られれば名簿に登録する。 

４ 避難行動要支援者名簿の取扱い 

⑴ 情報共有の範囲 

避難行動要支援者名簿の情報については、災害対策基本法第４９条の１１第２項の規定

により、自主防災組織（自治会等）、民生委員・児童委員、社協、消防署、警察署等が共

有することができる。 

⑵ 名簿の適正管理 

名簿を保管する者は、避難行動要支援者に関する個人情報が無用に共有・利用されない

よう、施錠可能な場所に保管するなど適正な管理に努める。 
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⑶ 守秘義務の徹底 

名簿には、避難行動要支援者の氏名や住所、連絡先、要介護状態区分や障害支援区分等

の支援を必要とする理由など、秘匿性の高い個人情報も含まれるため、関係者には守秘義

務を徹底するとともに、必要以上に複製することのないよう指導する。 

⑷ 情報の更新 

町は、自主防災組織（自治会等）、民生委員・児童委員等の協力を得て、毎年名簿の内

容について確認する。内容に変更があった場合、福祉担当部局は、速やかに保有する情報

を修正し、正しい情報に更新する。 

 

◎ 避難収容計画 

   災害のために身体、生命が危険な状態にある者を保護するため、避難の開始を行うよう情報

を発信し避難を指示し、安全な場所に避難させ、収容するために定める。 

１ 実施責任者 

⑴ 高齢者等避難、避難指示は、次のとおりである。 

要配慮者に避難行動要支援者を含めて「要配慮者等」という。 

区 分 災害の種類 
実施責任者 

（根拠法令） 
内 容 

高齢者等避難 全災害 町 長 

○高齢者等避難 

要配慮者等、避難行動に時間を要

する者が避難の開始を行うよう

発する情報 

避難指示 

全災害 

町 長 

（災害対策基本法第６０条） 

○避難指示 

 災害が発生し、又は発生するおそ

れがある場合において、当該地域

の居住者に対し、避難のため、立

ち退きをするよう勧めること 

警察官 

（災害対策基本法第６１条） 

（警察官職務執行法第４条） 

災害派遣時の自衛官 

（自衛隊法第９４条） 

洪水災害 

知事又はその命を受けた職員 

（水防法第２９条） 

水防管理者 

（水防法第２９条） 

地すべり災害 
知事又はその命を受けた職員 

（地すべり等防止法第２５条） 

⑵ 町長は、避難者の収容又は移送を必要とする場合、町のみでは対処できないときは、県に

応援を要請するものとする。ただし、事態が切迫し、時間の余裕がない時は、直接他の市町

に応援を要請するものとする。 

２ 住民への伝達方法は、おおむね次により行う。 

(1) あらかじめ定められた伝達方法によるもの（電話、口頭若しくはマイク等） 

(2) サイレン、警鐘による信号によるもの 
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(3) 広報車、放送設備を装備する車両によるもの 

(4) 防災行政無線、電話、緊急速報メール、愛情ねっと、ＳＮＳによるもの 

３ 住民に求める行動 

⑴ 高齢者等避難が発令された場合 

要配慮者等、特に避難行動に時間を要する者は、個別計画であらかじめ定められた避難

場所への避難行動を開始する。支援者の行動にあたっては支援行動を開始する。 

⑵ 避難指示が発令された場合 

がけ崩れ等により人的被害の発生する可能性が高い場合に発令するため、危険区域（土

砂災害警戒区域や土砂災害特別警戒区域）の住民は、あらかじめ定めた避難場所等へ避難

する。夜間や移送に危険を伴う場合を想定し、直近の安全な場所を事前に確保しておく。 

 

４ 避難指示等の発令基準 

避難指示等の発令基準は、災害の種類及び地域性等による異なるが、おおむねの基準は次

のとおりとする。なお、実施責任者は、避難指示等の時期を失せぬよう防災関係機関と連絡

を取りながら監視体制を強化し、災害発生の兆候等の発見に努めるものとする。 

 

⑴ 河川災害の場合 

 関川 内田川・久井原川 

高齢者等避難 

大雨洪水警報が発令され、水防団による現地調査

報告により実施責任者が、高齢者等避難が必要と

認める場合 

大雨洪水警報が発令され、それぞれの

河川の水防団による現地調査報告によ

り、実施責任者が、高齢者等避難が必要

と認める場合 

対象区域：重要水防箇所 

連 絡 先：当該区長、当該自主防災会長、当該避難支援者 

避難指示 

土砂災害警戒情報が発令され、水防団による現地

調査報告により実施責任者が、避難指示が必要と

認める場合 

土砂災害警戒情報が発令され、それぞ

れの河川の水防団による現地調査報告

により、実施責任者が、避難指示が必要

と認める場合 

対象区域：重要水防箇所 

連 絡 先：当該区長、当該自主防災会長 

⑵  暴風の場合 

高齢者等避難 

 

避難指示 

 

暴風警報が発令され、実施責任者が、避難が必要と認めた場合 

対象区域：全域 

連 絡 先：防災行政無線にて、自主避難所の開設及び自主避難を促す放送を流す。 

⑶ 土砂災害の場合 

高齢者等避難 

大雨警報(土砂災害)が発表され、危険箇所の消防団、自主防災組織による現地調

査報告により実施責任者が、高齢者等避難が必要と認める場合 

対 象 区 域：土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域 

連 絡 先：当該区長、当該自主防災会長、当該避難支援者 



37 

 

避難指示 

土砂災害警戒情報が発表され、危険箇所の消防団、自主防災組織による現地調査

により実施責任者が、避難指示が必要と認める場合 

対 象 区 域：土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域 

連 絡 先：当該区長、当該自主防災会長 

 

５ 避難指示 

⑴ 町長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において必要があると認めるとき

は、当該地域の居住者に対し立ち退きを指示する。 

⑵ 警察官は、町長から要求があったとき、又は町長が立ち退きの指示をすることができない

と認めるときは、当該地域の居住者に対し、避難のための立ち退きを指示し、その旨を町長

に速やかに通知する。 

⑶ 知事又はその命を受けた職員は、洪水又は地すべりにより著しい危険が切迫していると認

めるときは、地域の居住者等に対し、洪水の場合は立ち退き又はその準備を、地すべりの場

合は立ち退きを指示するとともに、玉名警察署長にその旨を通知する。 

⑷ 町長は、避難指示等と発令した場合、速やかにその旨を県知事に報告するものとする。 

６ 避難者の誘導及び輸送 

⑴ 避難者の誘導 

避難者の誘導については、消防団及び自主防災組織が地区住民と協力して行う。 

⑵ 移送・輸送 

ア 避難者の移送・輸送は、原則として避難者各自で実施する。避難者が自力で立ち退きが

不可能な場合で、町長が必要と認めたとき、又は避難者からの要求があったときは、町に

おいて車両等を確保し、移送・輸送を行う。 

イ 災害が広域におよび大規模な立ち退きを要し、町で処理できない場合は、県知事に避難

者の移送・輸送を要請する。 

７ 災害時要配慮者等への配慮 

⑴ 社会福祉施設入居者の安全確保対策 

ア 施設職員の確保 

施設管理者は、あらかじめ整備した緊急連絡網を活用し、職員の動員・参集を迅速に

行って緊急体制を確保する。 

イ 避難誘導の実施 

施設管理者は、避難誘導計画に基づき、入所者の救助及び避難誘導を迅速に実施す

る。町は、施設入所者の救助及び避難誘導を援助するため、近隣の社会福祉施設、自主

防災組織、ボランティア団体等に協力を要請する。 

ウ 受入先の確保及び移送 

町は、医療施設及び社会福祉施設等の受入先や救急自動車等の確保や施設入所者の移

送の援助に努める。 

⑵ 在宅災害時要配慮者等の安全確保対策 

ア 支援体制 

福祉課内に災害時要配慮者等支援班を設置し、個別計画に基づく連絡網により避難支
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援者に伝達する。 

イ 避難誘導の実施 

個別計画書に基づき、消防団、自主防災組織、民生委員、福祉員、避難支援者が連携

し、福祉避難所へ誘導若しくは搬送する。 

ウ 避難場所の確保 

個別計画に基づき、各避難場所の状況を事前に把握し、適切な場所の確保を行う。 

エ その他 

その他詳細については、南関町避難行動要支援者避難支援プラン（改訂版平成２６年

９月）に定める。 

８ 避難所（場所）の指定 

⑴ 町長は、避難指示者と協議し、各種災害時における条件等を考慮し、地区ごとの避難予定

場所を指定する。 

  指定緊急避難場所の指定に当たっては、「指定緊急避難場所の指定に関する手引き」(平成

２９年３月)を参考とするものとする。 

 ○避難所（場所）は、次のとおりとする。 

避難対象地区名 指定緊急避難場所 所  在 電話番号 

南関地区 

南関町役場 関町64 53-1111 

Ｂ＆Ｇ海洋センター 関東934-2 53-1133 

南の関うから館 

（自主避難所） 
関町1230 69-6200 

南関第一小学校 

（指定避難所） 
関町188 53-0009 

賢木地区 

ふれあい広場 

（自主避難所） 
高久野585 53-3390 

南関第二小学校 

（指定避難所） 
高久野754 53-0412 

大原地区 

農業就業改善センター 小原1847 53-0403 

南関第三小学校 

（指定避難所） 
相谷1800 53-0101 

南関中学校 

（指定避難所） 
小原2121-1 53-0005 

交流センター 

（自主避難所） 

（福祉避難所） 

小原1408 53-2007 

坂下・ 

四ツ原地区 

南町民センター 

（自主避難所） 
下坂下160-3 53-9543 

南関第四小学校 

（指定避難所） 
上坂下3528 53-9204 
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四ツ原集会所 四ツ原1161-1  

南集会所 上坂下77  

 

 ※ 自主避難所     町が最初に開設する避難所で、町内に４か所 

 

   指定緊急避難場所  災害時の危険を一時的に回避するために、避難する場所で、町内に

１４ヵ所 

 

   指定避難所     災害によって避難生活を余儀なくされる場合に、一定期間の避難生

活を行う避難所で町内に５か所 

 

   福祉避難所     要支援者など特別な配慮を必要とする人の避難所で町内に１か所 

 

             交流センター    小原1408番地    53-2007 

拠点的福祉避難所  要支援者など特別な配慮を必要とする人が、福祉避難所での生活が

困難な場合、町からの要請により民間の施設が開設する避難所で、

町内に５か所 

             慈幸苑      （第一校区）関町28番地1   53-5008 

             南関の里     （第二校区）久重3424番地3  66-6366 

                          延寿荘      （第三校区）小原1770      53-0934 

             谷崎デイサービス （第三校区）相谷1816番地1  53-3011 

             うすま苑     （第四校区）上坂下790番地  53-9126 

 ⑵ 町長は、その地域の住民に事前に避難所及び避難路等について周知徹底を図るとともに、 

自主防災会においても日頃から避難所及び避難路等について確認を行う。 

⑶ 緊急避難所（場所）については、夜間や緊急な避難に備え、上記自主避難所又は最寄りの

公民館等の安全な場所をあらかじめ検討し、確保する。 

９ 避難所の開設及び収容保護手順 

避難所の開設、収容及び収容者の保護は、災害救助法（昭和２２年法律第１１８号）によ

る救助が適用された場合は、同法に基づき、町長が実施し、同法が適用されない災害又は同

法が適用されるまでの間は、独自の応急対策として町長が開設し、その旨を公示する。 

⑴ 収容対象者 

ア 災害によって現に被害を受けた者又は被害を受けるおそれのある者 

イ 避難命令が出た場合等で現に被害を受けるおそれのある者 

⑵ 収容の期間 

避難所の開設、収容保護の期間は、原則として災害発生の日から７日以内とするが、そ

れ以前に必要のなくなった者は、逐次退所させ、期間内に完了するものとする。ただし、

期間内にり災者が住居又は仮住居を見出すことができず、継続収容を必要とするときは、

町長は、その都度県に開設期間の延長を要請する。 
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⑶ 所要物資の確保 

町は、避難所開設又は収容保護のための所要物資を確保する。ただし、町において確保

できないときは、県に確保を依頼する。 

⑷ 町職員の駐在 

避難所を開設したときは、別添避難所の職員配置計画に基づき、避難所ごとに町職員を

派遣駐在させ、避難所の管理と収容者の保護にあたらせる。なお、駐在職員は、各種記録

を備え付け整備する。 

ア 避難所収容台帳 

イ 避難所収容者名簿 

ウ 避難所用物品受払簿 

エ 避難所設置及び収容状況簿 

⑸ 避難所開設状況等の報告 

避難所を開設したときは、速やかに県（玉名地域振興局）に報告し、その後の状況を毎

日救助日報により報告する。なお、報告は次の事項について電話等により行う。 

ア 開設状況報告…避難所開設日時、場所、施設名及び収容状況等 

イ 収容状況報告…施設別収容人員、開設期間の見込み等 

ウ 閉鎖報告………施設別閉鎖日時 

10 災害危険区域における避難対策 

⑴ 危険区域の危険が増大したときは、町長は危険区域ごとに居住者、滞在者その他の者に対

し立ち退きを指示する。 

⑵ 区長又は消防団等応急作業に従事しているものは、災害が発生し又は発生のおそれがある

ため、住民の身辺に危険が及ぶと判断されるときは、直ちにその必要と認められる区域ごと

に避難のための立ち退きの指示について必要な措置を行う。 

⑶ ⑵による避難のための立ち退きの指示を行ったときは、直ちに町長に対し、避難を必要と

した理由、避難場所、人員、その他必要な事項を報告しなければならない。 

11 避難にあたっての住民が留意する事項 

避難が円滑に実施され、収容施設による生活の安全を図るため住民に対し、次の心構えに

ついて平素から指導する。 

⑴ 氏名票（住所、氏名、生年月日、血液型等）を携行する。 

⑵ ２食程度の食糧、水、タオル、ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰ、最小限の着替え、照明用器具等を携行する。 

⑶ 服装はできるだけ軽装とするが素足は避け、必ず、帽子等を着用し、雨合羽等の雨具、防

寒具を携行する。 

⑷ 貴重品以外の荷物は持ち出さない。 

⑸ 上記のうち、平素用意しておける物品は、非常用袋に入れておく。 
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高齢者等避難・避難指示等の発令及び伝達手順 

 

○高齢者等避難 

災害対策本部を設置し、本部長が高齢者等避難の発令基準により必要があると認めるとき

は、高齢者等避難を発令する。 

                    ↓ 

福祉対策部へ福祉避難所開設の指示・その他は、各施設管理者へ開設指示 

                    ↓ 

福祉対策部は、福祉避難所の開設・その他の避難所の開設 

                    ↓ 

高齢者等避難の発令 

（防災行政無線・電話・緊急速報メール・あらかじめ定められた伝達方法） 

↓                 ↓ 

福祉対策部の災害時要援護者支援班より      総務対策部より 

↓        ↓             ↓ 

福祉施設管理     支援者    危険箇所の区長、自主防災会長、消防団 

↓        ↓             ↓ 

避難誘導     避難誘導     危険箇所の住民への連絡、避難誘導 

↓                  ↓ 

避難所へ避難             避難所へ避難 

 

○避難指示 

災害対策本部を設置し、本部長が避難指示等の発令基準により必要があると認めるとき

は、避難指示を発令する。避難情報に関するガイドライン（令和３年５月）を参考にする。 

↓ 

避難指示の発令 

（防災行政無線・電話・L-ALERT等） 

↓ 

総務対策部より危険箇所の区長、自主防災会長、消防団へ連絡 

↓ 

危険箇所の区長、自主防災会長、消防団 

↓ 

危険箇所の住民へ連絡、避難誘導 

↓ 

避難所へ避難 

 

○予防的避難 

県が進める、住民に明るいうちから、自主避難を促す「予防的避難」を状況に応じて呼びかけ

る。 
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第６節 災害ボランティア連携計画 

１ 災害ボランティア活動を支援する体制整備計画案 

町内で大規模又は甚大な災害が発生し、災害ボランティアによる救援活動が必要と認めら

れる場合、社協は災害ボランティアセンター（以下「町センター」という。）を設置する。 

２ 町センター 

⑴ 町センターは、大規模な地震や風水害等の発生後、南関町におけるボランティアの受入れ

体制の確保を図り、ボランティアによる福祉救援活動が円滑かつ効果的に展開されることを

目的とする。 

⑵ 設置場所 

町センターの設置は、社協内に設置する。ただし、同社協が被災し、機能を果たさない場

合は、町センターの運営が可能な場所に設置する。 

⑶ 役割と機能 

ア ボランティアの受入れ、調整、斡旋 

① 災害発生時に町内外から訪れるボランティアを受入れ、被災地域のニーズと調整し、

災害ボランティア活動が効率的かつ効果的に行われるよう、緊急度や優先順位、情報発

信先の範囲を勘案しながら、適時適切に斡旋を行う。 

イ 関係機関、団体との連絡調整 

① 町災害対策本部との連絡調整 

② 日赤町支部、町共募、町ボランティア連絡協議会との連絡調整 

ウ 資材や機材の仲介 

エ ボランティア活動保険の取りまとめ 

オ 町ボランティア運営及びボランティア活動等に係る資金調達 

３ 町の対応 

⑴ 災害時における社協との協定の締結 

⑵ 連絡調整窓口の設置 

⑶ 行政情報の適切な提供 

⑷ 他県、報道機関に対する情報の提供 

４ 町社協の対応 

町社協は、町センターの円滑な運営を図るため、必要に応じて町社協の職員を町センター

の業務に従事させる。 

５ 組織及び運営体制 

災害発生時に適切に対応するため、組織体制及び運営体制を整備する。 

６ 閉所の時期について 

町センターは、初期の目的が達成されたとき、閉所するものとし、その決定は町社協会長

が行う。 

 

第７節 消防計画 

火災を警戒、防御し、被害を軽減するため、組織、施設の整備、水利の確保及び危険区域対策
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時の消防活動について定める。 

１ 消防組織 

消防組織法（昭和２２年法律第２２６号）及び消防力の基準等による本町の消防組織、機

構は、次のとおりである。 

⑴  消防組織                         令和４年４月１日現在 

 団長 副団長 分団長 
副分団

長 
部長 班長 団員 計 

本 部 １ ２     １０ １３ 

第一分団   １ ２ ５ １１ １０７ １２６ 

第二分団   １ ２ ７ １４ ７８ １０２ 

第三分団   １ ２ ４ ８ ６６ ８１ 

第四分団   １ ２ ４ ８ ６６ ８１ 

ラッパ隊    １    １ 

計 １ ２ ４ ９ ２０ ４１ ３２７ ４０４ 

 

⑵ 消防機構 

　

女
性
団
員

第
四
分
団

ラ

ッ
パ
隊

町　　長

消防本部
消防長

団　　長

荒尾消防署
副団長

南関分署

第
一
小
隊

第
二
小
隊

第
一
分
団

第
二
分
団

第
三
分
団  

２ 消防施設整備状況 

⑴ 消防機械器具 

現有の消防力は、次のとおりである。 

ポンプ車        １台 

小型動力ポンプ    ２１台 

消防ポンプ積載車   ２１台 

⑵ 消防水利 

消防水利は、常時使用可能な状態に保安管理するとともに水利不足の地域においては、

計画的に増設を図る。プール新設に際しては、消防用水利として有効に活用できるように

措置を施す等、消防用水利施設の確保を図る。 

３ 消防活動計画 

⑴ 火災警報の発令 

ア 町長は、火災気象通報が発せられた場合、又は気象の状態が火災の予防上危険であると

認めるときは、火災に関する警報を発する。 
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イ 警報の発令及び解除の伝達は、町の防災行政無線により、町全域に周知を図るものとす

る。 

ウ 町長は、火災警報を発した場合は、その解除までの間、有明広域行政事務組合火災予防

条例に定めるところにより、住民の火の使用を制限する。 

⑵ 火災予防 

ア 異常気象時の消防対策 

強風注意報、乾燥注意報等の発令により、火災予防上危険があると認める場合、又は

火災が発生した場合等、大火に発展しやすい異常気象時には、有明広域行政事務組合消

防本部と協力し、防災行政無線、広報車等により、住民の警戒心の喚起、警戒体制の強

化に努める。 

イ 危険区域及び特殊建築物等の消防対策 

火災が発生した場合、人命損傷の危険が予想され、かつ大火を誘発させるおそれのあ

る地域、大規模な木造建築物、中高層の特殊建築物などに対しては、地域及び対象物ご

とに消防活動計画を樹立し、火災防止、人命救助等の研究、訓練を実施し、防御活動の

万全を期す。 

ウ 危険物火災防御対策 

① 危険物火災 

危険物、準危険物等の火災防御に対しては、種類、状況等を速やかに把握し、その

性状に適した防御活動により、早期鎮圧を図る。消火方策の決定にあたっては、発災

危険物の性状及び量的な面から検討を加え、現場指揮者が決定する。初期消火活動に

必要な薬剤を備蓄するとともに、調達、輸送にあたっては、緊急車による誘導、その

他隣接の消防機関、玉名警察署に協力を要請し、輸送の迅速化を図る。 

② 爆発火災 

爆発により火災の発生、又は爆発を伴う火災に対しては、人命救助など救助活動を

主体とし、延焼防止、爆発被害の軽減を図る。また、爆発災害現場においては、当該

施設の保安監督者などと協議し、応急危険防止策を確立し、防御隊員の安全を確保す

る。 

高圧ガス、液化石油ガスなど貯蔵施設等の防御活動にあたっては、当該施設の保安

技術関係者に関連施設に対する安全措置を取らせたのち、付近の施設又は対象物など

への延焼防止策を図る。 

エ 自衛消防隊 

町内の各地区（行政区）、民間の企業体は、自主的に災害の予防、初期消火、消防隊

への協力のため、自衛消防隊を編成するものとする。自衛消防隊の活動は、消防本部及

び消防団と緊密な連携を取るとともに災害現場においては、消防長（消防署長）又は消

防団長の所轄のもとに行動し、住民の生命、財産、身体の救護及び災害の防御、鎮圧に

協力する。 

オ 機能別消防団員 

それぞれの能力やメリットを活かしながら、特定の消防団活動や時間の許す範囲での

活動を行う制度の検討を行う。 
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⑶ 緊急避難体制 

災害時における避難指示は災害対策基本法に基づき、町長が発するが緊急避難について

は、常に第一線で防御活動に従事し、危険の実態を把握できる立場にある消防職員及び消

防団員が的確に行う。 

ア 指示の基準 

① 火災が拡大するおそれがあるとき。 

② 爆発のそれがあるとき。 

③ その他、居住者の生命又は身体を災害から保護することが必要と認められるとき。 

イ 避難指示又は立ち退きの指示を行った場合は、速やかにその旨を町長、玉名警察署長に

通報する。 

⑷ 動員計画 

ア 招集計画 

火災発生及び地震災害発生等の場合は、通信施設の途絶が予想されるとこから、勤務

時間外、休日等においては、職員及び消防団員は、自主的に参集することが原則とす

る。 

① 職員は、原則として所属する部署の所定の場所へ参集する。 

② 消防団員は、所属する消防格納庫又は所管する災害現場へ参集する。災害発生の場合

においては、通信施設使用が可能な場合、若しくは非常連絡を必要とする注意報、電報

等その他災害に関する緊急情報等を受理した場合等においては、所定の場所へ参集す

る。 

③ 副団長以上の職にある者は本部へ、その他の幹部団員は所属分団詰所にそれぞれ参集

し、活動に従事する。 

４ 応援部隊要請計画 

火災現場における最高責任者は、火災の状況を明確に判断してその旨を町長に告げ、町長

は必要に応じ、消防相互応援協定に基づき、応援要請を行う。 

⑴ 応援要請は、次の事項を明示して行う。 

ア 災害の状況 

イ 応援車両の種類 

ウ 必要人員 

エ 到着希望日時 

⑵ 応援消防隊の指揮は、その都度、町長（消防長）が特命する。 

⑶ 応援消防隊の指揮者は、特命指揮者の指揮のもとに防御活動に従事する。 

⑷ 応援部隊の費用の負担等については、相互応援協定に基づき行う。 

５ 応援消防協定市町 

和水町 玉名市 荒尾市 福岡県大牟田市 福岡県みやま市 

 

第８節 り災者救出計画 

災害により、生命身体が危険な状態にある者、又は生死不明の者を捜索し、救出してこれを保

護するとともに救急業務を円滑に遂行するための計画である。 
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１ 実施責任者 

り災者の救出は、必要な機関等により町（福祉対策部福祉班）が行う。ただし、応急措置

のため必要がある場合は、他の市町村長、県知事、その他関係機関に応援を要請する。 

２ 救出対象者 

災害により生命・身体が危険な状態にある者で、早急に救出を要する者、又は行方不明の

者で、諸般の事情により生存していると推定される者。 

３ 救出隊の編成 

⑴  被救出者があり、救出の必要がある場合、災害対策本部長の命により、救出隊を編成す 

る。 

⑵ 編成は、消防団を主体とし、災害の規模、程度に応じて町関係職員、その他増強要員で編

成する。 

４ 救出活動 

救出隊長は、装備した機器材を活用し、隊員を指揮して救出活動にあたる。町のみで救出

活動が困難な場合は、県又は他の市町村の応援を得て実施するものとする。 

 

５ 災害救助法が適用された場合の実施 

災害救助法が適用された場合においては、熊本県災害救助法施行細則（昭和５２年熊本県

規則第６７号。以下「災害救助法施行細則」という。）の定めるところにより実施する。 

なお、救出の期間は、災害発生の日から３日以内であるが、特別の事情がある場合は、町

長は知事に期間の延長を申請するものとする。 

 

第９節 医療助産計画 

災害時における医療等の確保を図るために定める。 

町及び医療機関は、災害時の医療機関の機能を維持し、当該システム等の稼働に必要なインタ

ーネット接続を確保するため、非常用通信手段の確保に努めるものとする。 

１ 実施責任者 

町長は、災害のため住民の医療が困難となった場合における、り災地の住民に対する恒久

的な医療及び助産を実施する。なお、災害救助法が適用された場合は、町は、知事の補助執

行機関としてこれを行う。 

２ 医療助産の範囲 

⑴ 医療の範囲 

ア 診療 

イ 薬剤又は治療材料の支給 

ウ 処置手術、その他治療及び施術 

エ 病院又は診療所への収容 

オ 看護 

⑵ 助産の範囲 

ア 分娩の介助 

イ 分娩前後の処置 
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ウ 脱脂綿、ガーゼ、その他の衛生材料の支給 

３ 救護班及び医療班の編成等 

災害現場において医療、助産救助を実施するため、次の基準により救護班又は医療班を編

成し、必要に応じ出動するものとする。 

⑴ 救護班 

医師１～２人、薬剤師１人、看護師２～３人、職員１人をもって構成する。班長は、医

師のうち１人をもって充てる。 

⑵ 医療班 

医師１人、補助員（看護師を含む）若干名をもって編成する。 

４ 実施の方法 

⑴  救護班及び医療班の派遣による方法 

災害現場において医療の必要があるとき町長は、現地に救護班又は医療班を派遣して行

う。 

⑵ 医療機関による方法 

医療機関〈医療施設〉において医療を実施することが適当なときは、町長は、医療機関

又は町長が収容委託した病院〈診療所〉に移送して行う。 

⑶ 県からの応援等 

町長は、当該地域の機関によっては、十分な医療、助産、救助等の活動ができないと認

めるときは、県にその旨を連絡するなど、他機関の応援を求めて実施する。 

⑷ 災害救助法が適用されたときの取扱い 

町長は、医療救助等の実施方法については、県に協議のうえ、行うものとする。 

５ 災害救助法による実施 

災害救助法が適用されたときの実施基準は、災害救助法施行細則により実施する。 

６ 災害救助法が適用されない災害における費用の負担 

災害救助法が適用されない災害における費用は、次により、町が負担するものとする。た

だし、他の制度により、費用の負担が定められているものについてはこの限りでない。 

⑴  医療及び助産の費用は、災害救助法実施基準（費用の基準）に定められたところに準ず

る。 

⑵ 救護班又は医療班として救護医療活動に従事した医師、その他の者がそのために死亡し、

負傷し、疾病にかかり、又は障がい者となったときの災害補償は、消防団員等公務災害補償

等共済基金による消防団員等公務災害補償等共済制度の規定による。 

７ 歯科衛生 

   被災地域では、水不足による口腔衛生状態の悪化により誤嚥性肺炎や口腔機能の低下が懸

念されるため、非常用持ち出し物品に水が無い場合でも使用できるデンタルリンス等を追加

するよう啓発に努める。 

 

第１０節 行方不明者等捜索及び遺体収容埋葬計画 

災害のため、死亡していると推定される者の捜索及び死亡者の収容埋葬の措置を行うために定

める。 



48 

 

１ 実施責任者 

災害時に死亡した者の死体捜索、見分、処理及び埋葬等は、警察機関、消防機関、医療機

関の協力を得て町が行う。 

２ 捜索及び収容、埋葬の方法 

⑴ 捜索の方法及び収容 

ア 死体の捜索は、消防組合等他機関の応援、ボランティア団体の協力等を得て、捜索に必

要な舟艇、その他機械器具等を借り上げて行う。 

イ 死体の捜索期間は、災害発生後１週間以内とする。ただし、１週間を経過してもなお、

捜索を必要とするときは、災害対策本部長の指示により捜索及び収容隊の規模を縮小して

行う。 

⑵ 死体の収容及び処理 

ア 発見された死体については、死体取扱規則（昭和３３年国家公安員会規則第４号）の規

定により、警察官の検視の後、災害対策本部長が指示する場所に収容する。ただし、遺族

において処理できるものについては、遺族に引き渡す。 

イ 収容後の処理 

① 死体の洗浄、縫い合せ、消毒等 

② 死体の一時保存 

③ 検案 

⑶ 身元不明の死体に対する措置 

漂流死体等で身元が判明しない場合は、行旅病人及行旅死亡人取扱法（明治３２年法律

第９３号）の規定により処理する。 

⑷ 死体の埋葬 

ア 死体の埋葬は、警察官の検視（見分）を待って、医療班又は医師が奉仕団体等のボラン

ティアにより、仮設の埋葬場所を借り上げて行い、町のみでは困難な場合は、他機関の所

属の医療班の応援を得て実施する。 

イ 埋葬は、原則として火葬とする。また、棺、骨つぼ等現物を遺族に支給することによっ

て行うこともできる。 

３ 災害救助法が適用された場合 

災害救助法が適用された場合は、災害救助法施行細則により実施する。 

 

第１１節 水防計画 

１ 水防計画の目的 

この計画は、水防法（昭和２４年法律第１９３号）の趣旨に基づき、町における水防事務

の調整及びその円滑な実施に必要な事項を規定し、町内の洪水による被害を軽減し、公共の

安全を保持することを目的とする。 

2 浸水被害軽減地区の指定 

   町は、洪水浸水想定区域内で輪中堤防その他の帯状の盛土構造物が存在する土地(その状況

がこれに類するものとして国土交通省令で定める土地を含む。)の区域であって浸水の拡大を

抑制する効果があると認められる区域を指定するものとする。 
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3 避難確保計画 

   町は、「避難確保計画」を作成していない要配慮者利用施設の所有者又は管理者へ洪水時

に円滑な避難ができるよう必要な指示等を行うものとする。もし、指示に従わなかったら、

従わなかった旨の公表をするものとする。 

第１２節 防疫計画 

災害時において伝染病の流行を防止するために定める。 

１ 実施期間 

災害時における防疫は、町が行う。ただし、激甚災害のため、町において十分な防疫がで

きない場合は、県に要請する。 

２ 防疫活動 

防疫の徹底を図るため、町は、県、日赤、医師会、その他関係機関の協力を求めるものと

する。 

 

第１３節 ごみ及びし尿処理計画 

災害における被災地のごみ及びし尿の処理については、本計画の定めるところによる。 

１ ごみ及びし尿処理 

⑴  災害地におけるごみ及びし尿処理は、地域住民の協力を得て、町長が実施するものとす

る。 

⑵  町のみで処理することが困難な場合は、隣接市町又は県に応援を求め実施するものとす

る。 

⑶ 災害廃棄物の仮置場を事前に選定しておく。 

   また、仮置場の運営管理や解体家屋のアスベスト飛散防止対策等の措置の徹底のため、

必要に応じて状況の確認を行うものとする。 

２ 清掃の方法 

⑴ ごみ及びし尿処理を効果的に実施するため、ごみ処理班及びし尿処理班等清掃作業班を必

要に応じ編成し、処理にあたるものとする。 

⑵ 作業にあたっては、速やかに被災地の現状把握を行うとともに収集計画を立て、出動体制

を整えるものとする。 

３ ごみ処理区分 

被災地内のごみの収集にあたっては、防疫上、残飯、食品廃材等を先に収集するものとす

る。なお、処理処分はクリーンパークファイブ（長洲町名石浜42-1）を使用する。 

４ し尿の収集処理 

し尿収集については、被災地域の完全収集に努めるものとするが、処理能力が及ばない場

合は、一時的に便槽内量２～３割程度の収集を行い、各戸の便所の使用を早急に可能にする

よう努める。 

 

第１４節 廃棄物処理計画 

１ 計画の方針 

災害で発生する廃棄物の処理を迅速・適正に行い、住民の生活環境の保全を図るため、町
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はそれぞれの区域内における被災状況を想定した廃棄物処理計画、作業計画を策定する。 

２ 被害状況調査、把握体制 

⑴ 町は、速やかに被害状況を把握するため、調査地域、調査対象施設・設備、調査者等を明

確にした調査体制を整備する。 

⑵ 町は、廃棄物処理施設等の被害状況を早急に取りまとめ、所轄保健所へ報告する体制を整

備する。 

３ 廃棄物の仮置場用地の選定等 

⑴ 町は、あらかじめ災害時に発生する損壊家屋や流出家屋のがれき等の災害廃棄物の仮置場

用地の選定、確保に努めるものとする。また、１次処理（選別）、２次処理（焼却、破砕

等）など段階的な処理場用地の選定に取り組むものとする。 

⑵ 町は、平時から廃棄物処理施設について、ヒアリング、立入検査等の実施を通して、処理

能力の確認を行うものとする。 

４ 災害廃棄物処理の広域応援体制 

⑴ 町は、災害廃棄物の発生量や処理能力等を想定のうえ、近隣市町村と相互応援体制の整備

に努める。 

⑵ 町は、広範囲の被災により、近隣市町村による相互応援体制が維持できない場合を想定し

た広域応援体制の整備に努める。 

５ 災害廃棄物処理計画 

⑴ 町は、各地域別の被災状況を速やかに把握し、災害廃棄物の発生量を推計するとともに、

災害廃棄物の処理を行う施設の処理能力を確認のうえ、収集、運搬、処分の対策を講じるも

のとする。 

⑵ 町は、災害廃棄物処理の実施に必要な人員、機材等の確保に努めるとともに、災害廃棄物

の処理を行う施設の処理能力を超える発生量が見込まれる場合は、近隣市町村への応援要請

を行う。 

⑶ 町は、地区住民が道路上に災害廃棄物を出し、交通の妨げにならないよう周知するととも

に、道路上の障害物により、通常の収集ができない地区については、臨時収集場所を設け、

収集への協力を求める。 

⑷ 町は、防疫上食物の残飯、食品廃材等腐敗性のごみを優先的に収集運搬する。 

⑸ 損壊家屋や流失家屋のがれき等については、原則として被災者自ら、町の定める場所に搬

入することが望ましいが、被災者自ら搬入することが困難な場合又は道路等に散在し、緊急

的に処理する必要がある場合は、町が収集処理を行う。 

⑹ 町は、必要により災害廃棄物の仮置場及び１次処理場（選別）、２次処理場（焼却、破砕

等）の設置を行うものとする。 

⑺ 町は、被害の状況等から判断して必要と認めたときは、迅速かつ適切な処理が行えるよう

に、（一社）熊本県産業資源循環協会への災害廃棄物処理支援活動協定に基づく協力要請を

行うものとする。 

 

第１５節 文教対策計画 

教育施設の被災又は児童・生徒の被災により、通常の教育に支障をきたした場合に対処する計
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画である。 

１ 実施期間 

町立学校における応急教育は、町教育委員会が実施する。 

２ 応急教育対策 

⑴ 児童・生徒の安全措置 

ア 災害が発生、又は発生するおそれがあるときは、学校長は事故を未然に防止するため、

休校等適切な措置を講ずるものとする。この場合、教育委員会は、あらかじめ基準を示

し、学校長と協議する。 

イ 学校長は、登下校時に災害が発生した場合を想定して避難予定場所をあらかじめ設定し

ておくものとする。避難予定場所の名称、所在地等については常に児童・生徒及び保護者

に周知させておくとともに、災害発生の場合は、保護者に児童・生徒の動向を連絡できる

体制も考慮しておくものとする。 

ウ 学校教育において防災知識の普及を図り、地震等を想定した避難訓練等を実施する。 

⑵ 学校施設の確保 

被災施設の状況を速やかに把握し、玉名教育事務所等関係機関と密接な連絡を取り、次

の応急措置を行う。 

ア 火災による被災建物であった木造建物で全焼以外の被災建物は、主要構造材の炭化部分

を撤去し、残余の部分は、床、壁体、天井、建具を修理のうえ、建物周囲の片づけを行い

児童・生徒を収容する。 

なお、主要構造材の炭化が表面のみの場合は、建築士が構造上の安全を確認後、上記修

理を行い、一時的に使用することとする。 

イ 火災以外の災害建物で、大破以下の被災建物は、応急修理のうえ使用するが、この場

合、建築士の指示により、水平力及び積載荷重に対し、安全の確認を行った後、使用する

こと。 

ウ 被災校舎が応急修理によっても使用不可能な場合は、無災害又は被害僅少の地域の学校

施設、公民館、その他の民有施設等を借り上げることとするが、この場合、児童・生徒の

安全とともに教育的配慮を行うこととする。 

エ 教育施設の破損、滅失については、早急に修理、補充する必要が、修理、補充の不可能

な場合には、無災害又は被害僅少の学校の設備を一時的に使用するよう手配する。  

⑶ 災害に伴う学用品の支給 

災害のため、住家に被害を受け、就学上欠くことのできない学用品を喪失、またはき損

し、資力の有無にかかわらず、物品販売機構の一時的混乱のため、これらの学用品を直ち

に入手することができない状態にある小学校児童及び中学校生徒に対して、町は必要最小

限度の学用品を給与し、それらの者の就学の便を図るものとする。 

 

第１６節 自衛隊派遣要請計画 

自衛隊法（昭和２９年法律第１６５号）第８３条の規定に基づき、災害応急対策実施のために

自衛隊の派遣を要請する場合は、次の手続きによる。 

１ 要請する災害 
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災害が発生、又は発生しようとしているとき、人命、身体又は財産保護のため、必要な応

急対策の実施が町だけでは不可能、若しくは困難であり、自衛隊の活動が必要かつ効果的で

あると認められるとき要請する。 

２ 要請の手続き 

自衛隊の災害派遣を要請する場合は、次の事項を記載した文書又は口頭により、県玉名地

域振興局を経由し、知事に申し出る。ただし、緊急を要する場合は直接、県知事公室危機管

理防災課に電話等迅速な手段で行い、その後、速やかに要請書（別紙）を提出する。 

⑴ 災害の状況 

ア 被災（被災予想）地域 

イ 被災（被災予想）状況 

ウ 被害（被害予想）状況（人命、財産等） 

エ 今後の見通し 

⑵ 要請する理由 

ア 市町村の措置状況 

イ 自衛隊派遣を必要とする理由 

⑶ 派遣を必要とする機関 

⑷ 派遣を希望する人員、船舶、航空機等の概数 

⑸ 派遣を希望する区域及び活動内容 

⑹ その他参考となる事項 

３ 自衛隊の活動範囲 

派遣された部隊は、主として人命、身体及び財産の保護のため、防災関係機関と緊密な連

絡、協力して次に掲げる活動を行う。 

  ア 人命の救助       イ 遭難者等の捜索救助 

  ウ 消防          エ 水防 

  オ 人員及び物資の輸送   カ 道路又水路の啓開（応急復旧） 

  キ 応急の医療、防疫    ク 通信支援 

  ケ 給水、炊飯       コ 入浴支援等 

４ 連絡担当者 

⑴ 町長は、部隊の派遣について通知を受けたときは、関係職員の中から連絡担当者を指名し

て現地に派遣する。 

⑵ 連絡担当者は、部隊の受入れ及び作業について現地における町の責任者として、県、部隊

及び町との連絡にあたる。 

５ 派遣要請後の措置 

町長は、部隊の派遣を受けたときは、次の措置を講じて部隊の作業を援助し、災害派遣要

請の目的を達するよう努める。 

⑴ 部隊と応急措置に従事する消防団、その他地元区民との協調を図る。 

⑵ 自衛隊の宿泊施設及び車両等の保管場所の準備を行う。 

⑶ 応援を求める内容、所要人員及び資機材等の確保について計画を立て、部隊到着後は速や

かに作業が開始できるようあらかじめ準備しておく。 
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⑷ 部隊が到着した場合は、部隊を目的地に誘導するとともに、部隊指揮官と協議して作業が

他の機関の活動と競合重複せず、最も効果的に分担できるよう配慮する。 

 

 

 

 

⑸ 緊急離着陸場 

緊急離着陸場指定場所 離着陸所在地 施設住所 

南関第一小学校 関町188 関町188 

南関第二小学校 高久野754-1 高久野754 

南関第三小学校 相谷1744-1 相谷1800 

南関第四小学校 上坂下3528 上坂下3528 

南関中学校 小原2121-1 小原2121-1 

農村広場 小原1857 小原1847 

大津山グラウンド 関東922-1、922-4 関東934-2 

６ 派遣部隊の撤収要請 

町長は、派遣目的を達した場合、又はその必要がなくなった場合は、速やかに派遣要請の

要領に準じて撤収要請（撤収時期及び理由）を行う。 

７ 派遣に要する経費の負担 

部隊の活動に要した経費のうち、次に掲げるものは、町の負担とする。 

⑴ 部隊が連絡のために宿泊施設に設置した電話の施設費及び電話による通話料金等 

⑵ 部隊が宿泊のために要した宿泊施設の電気料金及び水道料金 

⑶ 宿泊施設のし尿等の処理料金 

⑷ 活動のため現地で調達した資材の費用 

⑸ その他必要な事項については、協議して定める。 
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自 衛 隊 派 遣 要 請 書 

南総第 号 

令和  年  月  日 

 

 熊本県知事 様 

 

南関町長           

 

自衛隊派遣要請書 

 

 自衛隊法第８３条の規定に基づき、下記のとおり自衛隊の派遣を要請します。 

 

記 

 

 １ 災害の状況及び派遣を要請する理由 

 

 ２ 派遣を必要とする期間 

 

 ３ 派遣を希望する人員、船舶、航空機等の概数 

 

 ４ 派遣を希望する区域及び活動内容 

 

 ５ その他 

⑴  連絡場所 

⑵  連絡責任者 
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第４章 地震災害応急対策計画 

第１節 地震災害応急対策計画 

大地震発生時における家屋の倒壊等による人命損傷はもとより、同時多発火災やがけ崩れの発

生、道路、交通網の寸断等の災害に対し、迅速に災害応急対策を実施するための組織及び構成の

計画である。 

１ 防災会議 

災害対策基本法に基づき、南関町防災会議の組織及び所掌事務は、風水害応急対策計画に

準ずる。 

２ 初動体制 

⑴ 災害対策本部設置前の職員の配置計画 

熊本地方に震度４以上の地震が発生した場合（J-ALERT自動起動）、又は地震により災害

が発生したと予想される場合は、総務課長の指示に基づき、状況に応じて下記の初動体制

をとる。時間外の場合は、下記の初動体制の職員は直ちに役場本庁舎に参集し、初期活動

を実施する。 

また、南関町において震度６弱以上の地震が観測された場合、又はその他の災害が発生

し、行政機能が極度に低下し、若しくはそのおそれがある場合は、原則として各広域本

部・地域振興局より速やかに情報連絡員が派遣され行政機能の確保状況の把握を行う。 

 ○災害対策本部設置前の初動体制 

班 名 

（担当者） 
分担事務 

総務班 

（総務課長、総務課長補佐、防災担当者） 

１ 町長、副町長への連絡 

２ 職員の動員と配備指令 

３ 県及び防災関係機関との連絡 

情報連絡班 

（総務係、放送担当者） 

１ 防災行政無線の開局 

２ 災害に対する情報の収集及び伝達 

現地班（税務住民課長・福祉課長・健康推進課長・

建設課長・経済課長・まちづくり課長・教育課長・

給食センター所長） 

１ 被害状況の把握 

２ 避難地への要員派遣 

３ 避難所の開設（鍵の準備）避難者の把握及び報告 

⑵ 避難所の開設 

総務課長は、各課長に被害状況の把握を指示し、状況により各避難所の開設を指示す

る。ただし、勤務時間外において大地震が発生し、甚大な被害が予想されるときは、避難

所の職員配置計画の職員は、直ちにあらゆる手段をもって所定の避難所へ参集し所定の業

務に就かなければならない。また、避難収容計画については、災害応急対策計画第５節に

準ずる。 

番号 指定場所 所在地 電話番号 
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１ Ｂ＆Ｇ海洋センター 南関町大字関東934-2 53-1133 

２ 南関第一小学校 南関町大字関町188 53-0009 

３ 南の関うから館 南関町大字関町1230 69-6200 

４ 南関第二小学校 南関町大字高久野754 53-0412 

５ ふれあい広場 南関町大字高久野585 53-3390 

６ 南関第三小学校 南関町大字相谷1800 53-0101 

７ 南関中学校 南関町大字小原2121-1 53-0005 

８ 交流センター 南関町大字小原1408 53-2007 

９ 南関第四小学校 南関町大字上坂下3528 53-9204 

１０ 南町民センター 南関町大字下坂下160-3 53-9543 

１１ 四ツ原集会所 南関町大字四ツ原1161-1  

 ※ 未耐震化の避難所については除く。 

⑶ 解除 

災害対策本部が正常な運営を行うことができる状態に至ったときは、本部長の指示によ

り初動体制を解く。 

３ 災害対策本部の設置・廃止基準 

災害対策基本法第２３条の２第１項の規定に基づき、町長は、次の基準により災害対策本

部を設置し、災害発生のおそれが解消、又は災害応急対策がおおむね完了したことを町長が

認めたときに廃止する。 

設置基準 

① 町内に震度４以上の地震が発生し、地震の被害が広範な地域にわたり、又は拡

大するおそれのあるとき 

② 大規模な地震災害の発生が予想されるとき 

③ 強力な組織で地震災害応急対策を実施する必要があるとき 

廃止の時期 
① 予想された地震災害の危険が解消したと認められたとき 

② 地震災害発生後における応急措置が完了したと認められるとき 

設置・廃止 

の通知公表 

通知先 伝達手段 責任者 

各対策部 庁内放送、電話、ＳＮＳ、メール 総務課長 

防災関係機関 電話   〃 

住民 防災行政無線・広報車 広報情報班長 

報道機関 L-ALERT、電話又は文書   〃 

県本部 
防災情報共有システム     

（県防災通信システム） 
総務課長 

 

第２節 職員配置計画 

災害応急対策活動を実施するため、必要な人員を確保するために定める。 

１ 災害対策本部設置後の職員の配備体制 

⑴ 平常勤務の場合 

ア 災害対策本部の総務対策部長は、職員の配置体制をとったときは、関係部長に対して配

置決定の指示を行う。各関係部長は、所定の場所に職員の配備を行う。 
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イ 消防団に対しては、総務課防災担当がその旨連絡する。 

ウ 対策関係部長は、それぞれの所管する関係事務所等へその旨連絡する。 

⑵ 勤務時間外、休日等の場合 

ア 総務対策部長は、職員の配置体制をとったときは、関係部長に連絡し関係部長は、直ち

に関係配置職員に緊急連絡をとる。 

イ 配置職員は、招集の通知を受けたときは、直ちに所定の場所に参集し、その旨を総務対

策部長又は関係部長に連絡するとともに所定の業務に就く。 

ウ 配置職員は、勤務時間外において地震が発生し、被害が予想されるときは、動員命令を

待つことなく、直ちにあらゆる手段をもって、所定の場所へ参集し、所定の業務に就かな

ければならない。 

エ 参集時の留意事項 

① 運動しやすい安全な服装で参集すること 

② 動員途上に得た被害状況又は災害情報を参集場所の長へ報告すること 

２ 職員の配備基準 

配置体制 震度 配置基準 配置内容 班編成 

第１配置 ４ 

町内に震度４以上の地震

が発生し、本部長が当該配

置を指示したとき 

情報収集及び連絡活動を主と

して行い、状況により、更に

高度の配備に迅速に移行し得

る体制とする 

１班体制 

（配置計画の1班か

ら3班までの中から

順次配置） 

第２配置 
５弱 

５強 

町内に震度５弱以上の地

震が発生し、本部長が当該

配置を指示したとき 

情報収集、連絡活動、災害予

防及び災害応急措置を実施す

るとともに、事態の推移に伴

い直ちに第３配置体制に移行

し得る体制とする 

２班体制 

（配置計画の1班か

ら3班までの中から

順次配置） 

第３配置 
６弱 

以上 

町内に震度６弱以上の地

震が発生し、本部長が当該

配置を指示したとき 

情報収集、連絡活動、災害予

防及び災害応急措置を町の行

政機関を挙げて実施するもの

とする 

全職員 

 

第３節 食糧調達・供給計画 

災害時における販売機構等が一時的にマヒ混乱し、日常の食生活に支障をきたした場合、被災

者のために食糧の配給を実施し、食生活を確保するために定める。 

１ 災害救助法の食品給与の実施基準 

⑴ 給与の対象者 

ア 避難所に収容された者 

イ 被害を受け、現在地に居住することができず、食品の確保ができない者 

⑵ 対象品目 

ア 主食（米、乾パン、パン、うどん等） 

イ 副食（調味料を含む） 

⑶ 対象経費 
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ア 主食費 

イ 副食費 

ウ 燃料費 

エ 雑費 

オ 器物（釜、鍋、やかん、バケツ等）の使用品購入費 

⑷ 実施期間 

災害発生の日から７日以内とする。 

 

２ 応急食糧調達給与の方法 

⑴ 応急食糧給与の方法 

ア 実施者 

町において、炊き出し等食糧品の給与を実施する場合、町長は、災害対策本部福祉対

策班から責任者を指名し、各現場責任者を置くものとする。責任者は、配分の適正円滑

を期するため、万全の措置を講じるものとする。 

イ 食糧給与の方法 

責任者は、応急食品の給与に関して実施期間、り災者の実態、施設の状況等を勘案

し、炊き出しの実施、パンの給与等適切な方法により、実施するものとする。 

① 配給品目の米殼、パン又は麦製品等とする。 

② 配給数量は、１日１人３食、精米換算は、６００ｇ以内とする。 

③ 炊き出しの実施場所 

炊出しは、避難所内、又はその近くの適当な場所を選び、婦人団体、自主防災組織

等の協力により実施する。 

⑵ 応急食糧調達の方法 

ア 応急食糧調達方法 

応急食糧の調達は、原則として町において措置するものとする。 

イ 応急食糧の輸送措置 

調達した応急食糧の輸送については、原則として当該物資発注先の業者等に依頼する

ものとするが、業者等において措置できないときは、消防交通班が作成する輸送計画に

より、措置するものとする。 

ウ 災害時応援協定 

災害時に応急食糧の調達に関し、関係業者との応援協定を締結し、連絡体制を確立す

る。 

 

第４節 給水計画 

災害により、現に飲料に適する水を得ることができない者に対し、最小限度の飲料水を供給す

ることに必要な事項を定める。町長は、災害対策本部土木班から責任者を指名し、実施するもの

とする。 

１ 給水実施基準 

⑴ 給水対象者 
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災害のため現に飲料水を得ることができない者 

⑵ 給水量及び給水期間 

給水量は、大人１人１日おおむね３リットルとし、災害発生の日から７日以内とする。 

⑶ 費用の限度額 

給水車使用料、修繕費、燃料費、浄水用の薬品及び資材の実費とする。 

２ 給水実施方法 

⑴ 給水方法（緊急かつ短期間における給水方法） 

ア 有明広域行政事務組合消防本部及び自衛隊等の関係機関が保有する給水車等を要請し、

速やかに給水計画を作成し措置する。 

イ 給水に際しては、給水時間を事前に広報車、防災行政無線により、住民に周知するもの

とする。 

ウ 広範な地域に給水が必要となる場合は、地区別に貯水用水槽を用意し、給水の迅速化を

図るものとする。 

 

第５節 交通輸送計画 

災害時における被災者及び災害応急対策に従事する者並びに災害応急物資機材の円滑な輸送を

図り、各計画遂行の万全を期するために定める。 

１ 交通応急対策計画 

町は、災害時において交通が途絶え又は混乱した場合、若しくはそれらのおそれがある場

合は、その状態を速やかに回復して交通秩序を確立し、災害地に対する緊急輸送及び災害地

に関連する交通の安全と円滑を図るため、次に掲げる応急対策を実施する。 

⑴ 交通規則の実施 

町長は、次のような場合は、交通の安全と円滑を図るため、道路における交通規制を実

施する。 

ア 道路の破損、決壌その他の事由により、通行が危険であると認める場合 

イ 道路に関する工事のため、やむを得ないと認める場合 

⑵ 交通情報の把握 

町は、玉名警察署、県（玉名地域振興局）と相互に緊密な連絡を取りながら、常に管内

の交通事情の実態把握に努め、その状況及び必要な措置を関係機関に通知する。 

⑶ 緊急通行車両の通行の確保 

災害時における緊急通行車両の通行を確保するため、道路管理者は、緊急通行車両の妨

げとなる車両の運転者等に対して移動等を命令し、運転者の不在時等は、道路管理者自ら

車両の移動等を行う。また、公安委員会は、道路管理者に対して、車両の移動等を要請す

る。 

⑷ 災害時応援協定 

災害時の交通路の確保のため、関係機関との応援協定を締結し、連絡体制を確立する。 

２ 輸送対策計画 

町が行う被害者及び災害応急要員の移送並びに災害応急対策用物資資材の輸送の計画は、

次に定めるところによる。 
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なお、町のみでは、輸送力が確保されず、又は輸送の円滑が期されないときは、公益社団

法人熊本県トラック協会（平成２６年９月２９日協定締結）へ要請するなど他の関係機関の

応援を得て実施する。 

⑴ 輸送力の確保 

ア 輸送の方法 

① 災害時における輸送は、災害の状況、輸送路の状況、輸送物資の内容等、十分調査

し、最も迅速・確実に輸送できるものをもって行う。 

② 人員、物資の優先輸送 

・人員の輸送 

災害時において優先輸送される人員は、災害対策本部員、消防団員、消防職員、応

急復旧作業員及び要員並びにり災者などとする。 

・物資の輸送 

物資の輸送については、緊急物資、食糧及び飲料水、医薬品及び防疫物資、生活必

需品並びに災害用復旧資材を優先輸送する。 

イ 車両等の確保 

① 庁用車両の確保 

車両等の把握、配車については、消防交通班が担当する。各対策部は、車両を必要

とするときは、消防交通班に配車の要請を行う。 

② 庁用車以外の車両の確保 

庁用車両が不足する場合は、営業用、自家用車を借り上げる。 

③ 鉄道による輸送 

災害時において、自動車による輸送が不可能なときは、ＪＲ等に緊急配車を依頼す

る。 

④ 船舶による輸送 

陸上交通による輸送が困難な場合又は途絶えたときは、人員・物資等の海上輸送を

図る。 

⑤ 航空機による輸送 

災害による交通途絶、その他の理由により空中輸送が必要な場合は、熊本県防災消

防ヘリコプターを活用するとともに「自衛隊派遣要請計画」に定めるところにより要

請して行う。 

⑥ 人力による輸送 

災害のため、車両等による輸送が不能な場合は、労務者による人力の輸送を行う。 

３ 災害救助法による輸送の基準 

⑴ 輸送の範囲 

ア り災者の避難 

イ 医療及び助産 

ウ り災者の救出 

エ 飲料水の供給 

オ 救助用物資の搬入 
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カ 死体の捜索及び処理 

⑵ 実施期間 

前項の各救助の機関 

⑶ 費用の限度額 

当該地域における通常の実費 

⑷ 災害時応援協定 

災害時の輸送の確保のため関係機関との応援協定を締結し、連絡体制を確立する。 

 

第６節 緊急消防援助隊要請計画 

災害時における緊急消防援助隊の要請に関して定める。 

⑴ 緊急消防援助隊の出動要請 

ア 町長は、災害の状況及び管内の消防力だけでは十分な対応が取れないと判断した場合

は、速やかに知事に対して緊急消防援助隊の出動を要請するものとする。 

イ 町長は、地震だけでなく台風及び火災等の非常事態の場合においても必要と認めるとき

は、緊急消防援助隊の出動を要請するものとする。 

ウ 町長は、緊急消防援助隊の出動要請を行った場合は、有明広域行政事務組合消防本部へ

連絡するものとする。 

⑵ 南関町応援等調整本部 

ア 町長は、緊急消防援助を要請した場合は、南関町での緊急消防援助隊の敏速かつ的確な

活動を総合的に支援するため、災害対策本部の設置と併せて南関町応援等調整本部を設置

するものとする。 

イ 応援調整本部の構成員は、町長又はその委任を受けた者、消防庁派遣職員、県派遣職

員、指揮支援部隊長、代表消防機関派遣職員、又は県内広域応援消防隊の代表とし、町長

を本部長とする。この場合、当該調整本部は消防長、後方支援本部と連携し、次の事項を

つかさどるものとする。 

① 緊急消防援助隊の部隊配備に関すること 

② 関係機関との連絡調整に関すること 

③ 緊急消防援助隊の後方支援に関すること 

④ その他必要な事項に関すること 

⑶ 熊本県応援等調整本部 

南関町を含む複数の市町村が被災し、熊本県応援等調整本部が設置された場合は、町長

が指定する職員を熊本県へ派遣するものとする。 

 

第７節 文教対策計画 

 教育施設の被災又は児童・生徒の被災により、通常の教育に支障をきたした場合に対処する

計画である。 

１ 実施機関 

町立学校における応急教育は、町教育委員会が実施する。 

２ 応急教育対策 
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⑴ 児童・生徒の安全措置 

ア 災害が発生、又は発生するおそれがあるときは、学校長は事故を未然に防止するため、

休校等適切な措置を講ずるものとする。この場合、教育委員会は、あらかじめ基準を示

し、学校長と協議する。 

イ 学校長は、登下校時に災害が発生した場合を想定して避難予定場所をあらかじめ設定し

ておくものとする。避難予定場所の名称、所在地等については常に児童・生徒及び保護者

に周知させておくとともに、災害発生の場合は、保護者に児童・生徒の動向を連絡できる

体制も考慮しておくものとする。 

ウ 学校教育において防災知識の普及を図り、地震等を想定した避難訓練等を実施する。 

⑵ 学校施設の確保 

被災施設の状況を速やかに把握し、玉名教育事務所等関係機関と密接な連絡を取り、次

の応急措置を行う。 

ア 火災による被災建物であった木造建物で全焼以外の被災建物は、主要構造材の炭化部分

を撤去し、残余の部分は、床、壁体、天井、建具を修理のうえ、建物周囲の片づけを行い

児童・生徒を収容する。 

なお、主要構造材の炭化が表面のみの場合は、建築士が構造上の安全を確認後、上記修

理を行い、一時的に使用することとする。 

イ 火災以外の災害建物で、大破以下の被災建物は、応急修理のうえ使用するが、この場

合、建築士の指示により、水平力及び積載荷重に対し、安全の確認を行った後、使用する

こと。 

ウ 被災校舎が応急修理によっても使用不可能な場合は、無災害又は被害僅少の地域の学校

施設、公民館、その他の民有施設等を借り上げることとするが、この場合、児童・生徒の

安全とともに教育的配慮を行うこととする。 

エ 教育施設の破損、滅失については、早急に修理、補充する必要が、修理、補充の不可能

な場合には、無災害又は被害僅少の学校の設備を一時的に使用するよう手配する。  

⑶ 災害に伴う学用品の支給 

災害のため、住家に被害を受け、就学上欠くことのできない学用品を喪失、またはき損

し、資力の有無にかかわらず、物品販売機構の一時的混乱のため、これらの学用品を直ち

に入手することができない状態にある小学校児童及び中学校生徒に対して、町は必要最小

限度の学用品を給与し、それらの者の就学の便を図るものとする。 

 

第５章 災害復旧・復興計画 

第１節 施設災害復旧計画 

１ 基本方針 

応急対策を実施した後は、できるだけ迅速に復旧事業に着手し、短時間で完了するよう努

めるものとする。また、災害復旧については、再度災害の原因とならないよう完全に復旧工

事を行うとともに原形復旧にとどまらずにさらに、災害関連改良事業を行うなど施設の向上

を配慮するものとする。 
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２ 復旧計画 

災害の復旧に関して、現存の各種法令の規定により、恒久的復旧のための災害復旧計画を

作成し、速やかに応急復旧を実施するものとともに早期着工、短期完成を図る。 

(施設の災害復旧に関する主な法律) 

 ⑴ 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法（昭和26年法律第97号） 

 ⑵ 農林水産施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律（昭和25年法律第169号） 

 ⑶ 公立学校施設災害復旧事業費国庫負担法（昭和28年法律247号） 

 ⑷ 道路法（昭和27年法律第180号） 

 ⑸ 河川法（昭和39年法律第167号） 

 ⑹ 砂防法（明治30年法律第29号） 

 ⑺ 海岸法（昭和31年法律第101号） 

 ⑻ 港湾法（昭和25年法律第28号） 

⑼ 公営住宅法（昭和26年法律第193号） 

 ⑽ 生活保護法（昭和25年法律第144号） 

 ⑾ 児童福祉法（昭和22年法律第164号） 

 ⑿ 身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号） 

 ⒀ 知的障害者福祉法（昭和35年法律第37号） 

 ⒁ 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律（昭和37年法律第150号） 

 

第２節 復興計画 

大規模災害により地域が壊滅し、社会経済活動に甚大な障害が生じた場合においては、被災地

域の再建は、都市構造の改変、産業基盤の改変を要するような多数の機関が関係する高度かつ複

雑な大規模事業となる。このため、これを可及的速やかに実施するため、復興計画を作成し、関

係機関の諸事業を調整しつつ、計画的に復興を進めるものとする。 

町は、必要に応じ、大規模災害からの復興に関する法律を活用し、国の復興基本方針等に即し

て復興計画を作成し、同計画に基づき、土地改良事業等を実施することにより、特定大規模災害

により、土地利用の状況が相当程度変化した地域等における円滑かつ迅速な復興を図るものとす

る。 

また、町は、必要な場合、関係地方行政機関に対し、職員の派遣を要請するものとする。 

 

第３節 生業回復等の資金確保計画 

１ 基本方針 

被災者の生活安定及び事業回復のための資金については、国、県、町及び各種金融機関の

協力のもとに現存の各法令及び制度の有機的な運用により、所要資金を確保するよう配慮す

るものとする。 

２ 融資制度の充実 

世帯更生資金をはじめとする各種資金の貸付け、農業協同組合、各種金融公庫、その他一

般金融機関の災害融資を充実強化し、被災者の生活安定等を図るための資金の確保に努める

ものとする。 
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～ 参 考 資 料 ～ 
 

 

り災証明願 

 

 

証  明  願 

 

 

物件の所在地 

 

所有者 

 

 

 

被災年月日   令和  年  月  日 

 

災害の名称 

 

災害の状況 

 

 

上記のとおり相違ない事を証明願います。 

 

令和  年  月  日 

 

 

願 人 住 所 

 氏 名             ㊞ 

                   電話番号 

 

 

 

南関町長 様 
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続　柄

世帯主住所

南総第　　　　　号

り　災　証　明　書

世帯主氏名

罹災原因

氏　名 年　齢

世帯構成員

※住家とは、現実に居住（世帯が生活の本拠として日常的に使用していることをいう。）のために使用して
   いる建物のこと。（被災者生活再建支援金や災害救助法による住宅の応急修理等の対象となる住家）

住家以外の
特記事項

　上記のとおり、相違ないことを証明します。

　　　　令和　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　南関町長　　　　　　　　　　　　　㊞

被災住家※の
所在地

住家※の
被害の程度

□全壊　□大規模半壊　□半壊　□準半壊　□準半壊に至らない
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（一部損壊）

特記事項
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様式第１号 

災害発生報告書 

災害情報 

災害の種別  災害発生日時  

災害発生場所  

発信期間  受信期間  

発信者  受信者  

発信時期  令和   年   月   日    時   分 

受 

信 

事 

項 

 

処 

理 

事 

項 

 

 （注意） 

 災害状況は次の事項に留意して報告し、又は報告を受けること。 

 1 人的被害については、死者、行方不明、重症者軽症者ごとに個人別に年齢、性別、住所及びその概

要（発生日時、場所、その他） 

 2 雨量、風向、風速、水位 

 3 交通機関の状況（バス、鉄道、航空機の運休状況） 

 4 道路の規制状況 

 5 避難命令の準備、勧告、避難所開設の状況 

 6 河川、溜池の護岸堤防、その他の公共施設の危険状況 

 7 消防機関等の準備、出動状況 

 8 自衛隊派遣要請の必要の有無 
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被 害 状 況 判 定 基 準 

区 分 判 定 基 準 

人
的
被
害 

死者 
当該災害が原因で死亡し、死体を確認した者、死体は確認できないが、死亡

したことが確実な者、又は負傷した後48時間以内に死亡した者とする。 

行方不明者 当該災害が原因で所在不明となり、かつ死亡の疑いのある者とする。 

重傷者 
災害のため負傷し、医師の治療を受け、又は受ける必要のある者のうち１箇

月以上治療を要する見込の者とする。 

軽傷者 
災害のため負傷し、医師の治療を受け、又は受ける必要のある者のうち１箇

月未満で治ゆできる見込の者とする。 

住
家
の
被
害 

住家 
現実に居住のため使用している建物をいい、社会通念上の住家であるかどう

かを問わないものである。 

戸数 
独立して家庭生活を営むことができるように建築された建物又は完全に区画

された建物の一部を戸の単位とする。 

世帯 
生計を一つにしている実際の生活単位をいう。例えば、同一家屋内の親子夫

婦であっても生活の実態が別々であれば当然２世帯とする。 

全壊（焼） 

住家の滅失したもので、具体的には、住家の破損、焼失もしくは、流失した

部分の面積がその住家の延面積の７０％以上に達した程度のもの、又は住家の

主要構造物の被害額が、その住家の時価の５０％以上に達した程度のものとす

る。被害額の算出は、その家屋（畳、建具を含む）の時価とし、家財道具は含

まない。 

半壊（焼） 

住家の損害が甚だしいが、補修すれば元通りに再使用できる程度のもので具

体的には破壊部分が、その住家の延面積の２０％以上７０％未満のもの、又は

住家構造物の被害額が、その住家の時価の２０％以上５０％未満のものとす

る。被害額の算出は、その家屋（畳、建具を含む）の時価に滅損耗量を乗じた

額とし、家財道具、土砂及び汚物等の除却に要する経費は含まない。 

床上浸水 

住家の床以上に浸水したもの及び全壊あるいは半壊には該当しないが、土

砂、木竹等の堆積のため一時的に居住することができないものとする。被害額

の算出は、床上浸水によって家屋（畳、建具を含む）が破損した部分の損害額

とし、家財道具、土砂及び汚物等の除却に要する経費は含まない。 

床下浸水 

住家の床上浸水にいたらないものとする。被害額の算出は、床下浸水によっ

て家屋が破壊した部分の損害額とし、土砂及び汚物等の除却に要する経費は含

まない。 

一部損壊 

全壊（全焼、流出、埋没を含む）、半壊（半焼、流出、埋没を含む）、床上浸

水、床下浸水に該当しないもので建物の一部が破損したものとするが、窓ガラ

ス等が数枚破損した程度の軽微な被害は除くものとする。被害額の算出は、そ

の家屋（畳、建具を含む）の時価に滅損耗量を乗じた額とし、家財道具の被害

は含まない。 
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非
住
家
被
害 

公共建物 
役場庁舎、公立保育所、公民館等の公用又は公共用に供する建物で全壊又は

半壊したものとする。被害額の算出は住家に準ずる。 

その他 
公共建物以外の倉庫、土蔵、車庫等の建物で全壊又は半壊したものとする。

被害額の算出は住家に準ずる。 

り
災
者
等 

り災世帯 

災害によって全壊、半壊及び床上浸水の被害を受け通常の生活を維持できな

くなった生計を一つにしている世帯とする。例えば、寄宿舎、下宿その他これ

に類する施設に宿泊するもので共同生活を営んでいるものについては、これを

一世帯として扱い、また同一家屋の親子夫婦であっても、生活が別々であれば

分けて扱うものとする。 

り災者 り災世帯の構成員とする。 

文
教
施
設
等 

公共文教 

施設 

地方公共団体の設置する小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、

盲学校、ろう学校、養護学校及び幼稚園のうち建物、工作物、土地又は設備に

被害を受けた施設とする。 

社会教育 

施設 

学校の教育課程として行われる教育活動を除き主として青少年及び成人に対

して行われる組織的な教育活動（体育及びレクリエ－ションの活動を含む）を

行うための施設であって、公民館、図書館、博物館、青年の家及びその他必要

な施設とする。 

文化財 
文化財保護法第２条に定める文化財のうち、有形文化財、民俗文化財、記念

物及び伝統的建造物群とする。 

農
林
施
設 

田の流失・埋

没 

田の耕土、畦畔が流失したもの、又は砂利等の堆積のため、耕作が不能にな

ったものとする。被害額の算出は、農地復旧に要する費用、又は農耕を維持す

るための最小限度の復旧に要する費用とする。農作物被害は含まない。 

田の冠水 作物の上部先端が見えない程度に水に没したものとする。 

畑の流失・埋

没及び畑の冠

水 

田の例に準じて取扱う。被害額の算出は、田の流失、埋没に準ずる。 

農業用施設 

農地の利用又は保全上必要な公共的施設であって次のものとする。 

１．かんがい排水施設 

２．農業用道路 

３．農地又は農作物の災害を防止するため必要な施設。 

被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること。 

共同利用 

施設 

農業協同組合、農業協同組合連合会、又は水産業協同組合の所有する倉庫、

加工施設、共同作業場及びその他の農林水産業者の共同利用に供する施設と

し、被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること。 
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公
共
土
木
施
設 

河川 

河川法が適用され、若しくは準用される河川又はこれらのものの維持管理上

必要な堤防、護岸、水利、床止その他の施設もしくは沿岸を保全するために防

護することを必要とする河岸のこと。被害額の算出は、復旧に要する経費を計

上すること。 

砂防 

砂防法第１条に規定する砂防設備、同法第３条の規定によって同法が準用さ

れる砂防のための施設とする。被害額の算出は復旧に要する経費を計上するこ

と。 

道路 
道路法第２条第１項に規定する道路のうち、橋りょうを除いたものとする。

被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること。 

橋梁 
道路と連結するために河川、運河等の上に架設された橋とする。被害額の算

出は、復旧に要する経費を計上すること。 

福
祉
施
設 

老人福祉 

施設 

老人の心身の健康の保持及び生活の安定を図るための施設であって、養護老

人ホ－ム、特別養護老人ホ－ム、軽費老人ホ－ム及び老人福祉センタ－とす

る。 

児童福祉 

施設 

助産施設、乳児院、母子寮、保育所、児童厚生施設、養護施設、精神薄弱児

施設、精神薄弱児通園施設、盲ろうあ児施設、虚弱児施設、肢体不自由児施

設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設及び教護院とする。 

都
市
施
設 

公園等 
都市計画法第１１条第１項第２号に規定する公園、緑地、広場、墓園、その

他の施設とする。被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること。 

下水道 

下水道を排除するために設けられる排水管、排水渠、その他の排水施設(かん

がい排水施設を除く。) これに接続して下水を処理するために設けられる処理

施設、又はこれらの施設を補完するために設けられるポンプ施設、その他の施

設とする。被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること。 

その他 
街路、都市排水施設、防空壕、堆積土砂排除事業等の要件を具備したものとす

る。 

公営住宅 
公営住宅法により、地方公共団体が補助を受けて建設し、その住民に賃貸す

るための住宅及びその付帯施設とする。被害額の算出は、住家に準ずる。 
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防災行政無線施設・配備一覧表 

１ 屋外拡声子局設置明細 

 呼出名称 周波数(MHz) 送信電力(W) 備 考 

0 なんかんまちやくば 

61.7788 

- 南関町役場 

1 まえばるふえろく 0.01 前原笛鹿 

2 しもばる 0.1 下原 

3 せきむら 0.001 関村 

4 かみながたひがし 0.1 上長田東 

5 かみながたみなみ 

61.8013 

0.01 上長田南 

6 たかくの 1 高久野 

7 ながやまひがし 0.1 長山東 

8 にしとよなが 

61.7788 

0.01 西豊永 

9 こばる 0.01 小原 

10 あいのたに 0.1 相谷 

11 こえいまち 0.01 肥猪町 

12 こえい 0.1 肥猪 

13 ひがしとよなが 0.01 東豊永 

14 むかいばる 0.01 向原 

15 おにおう 

61.8013 

1 鬼王 

16 はった 0.1 八田 

17 みやじま 1 宮島 

18 きたのへたひがし 1 北の辺田東 

19 ごまくさ 0.1 胡麻草 

20 たばる 0.1 田原 

21 だいさんしょうがっこう 61.7788 0.01 第三小学校 

 

２ FAX送信設備 

設置施設 台数 

各小学校、中学校 ５ 

 

３ 陸上異動局明細 

⑴ 車載型無線機 

       廃止 

⑵ 可搬型無線機 

    廃止 

⑶  携帯型無線機 

    廃止 
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４ 再送信子局（親局） 

呼出名称 
周波数 

（MHｚ） 

送信電力

（Ｗ） 

所 在 

経度 緯度 

ぼうさいなんかんまちやくば 58.40375 0.1 
130 ° 32

‘40.00 

33 ° 03

‘34.00 

 

５ 再送信子局（中継局） 

呼出名称 周波数 送信電力 
所 在 

経度 緯度 

ぼうさいなんかんまちじんのひら 58.40375 0.01 
130°30

‘52.00 

33°03

‘11.00 

ぼうさいなんかんまちながやま 58.40375 0.1 
130°31

‘00.00 

33°01

‘32.00 

ぼうさいなんかんまちこえいむかいばる 61.77875 0.01 
130°34

‘47.00 

33°01

‘31.00 
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全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）通報基準及び文言一覧 

情 

報 

№ 

大分類 小分類 

① 

放送 

自動/手動 

冒頭喚起音 

放送メッセージ 

（消防庁より支給。 

原則、変更不可。） 

①

有

事

サ

イ

レ

ン  

14

秒  

②

喚

起

音  

③

消

防

サ

イ

レ

ン  

1 

国民保護関係情報 

武力攻撃事態における警

報（ゲリラ等による攻撃） 

攻撃対象地域 

自動 ○   

（放送例） 

（有事ｻｲﾚﾝ14秒吹鳴） 

「ゲリラ攻撃情報。ゲリラ攻

撃情報。 

 当地域にゲリラ攻撃の可能

性があります。 

屋内に避難し、テレビ・ラ

ジオをつけてください。」  

×３回 

こちらは、防災南関町役場で

す。 

（下り４音チャイム） 

4 武力攻撃予測事態におけ

る警報（航空攻撃） 

攻撃対象地域 

自動 ○   

7 弾道ミサイル攻撃に係る

警報 

攻撃地域 

自動 ○   

A 緊急対処事態における警

報（大規模テロ） 

攻撃対象地域 

自動 ○   

12 

緊急地震速報 

（到達に 20秒以

上かかる場合の

み） 

推定震度５弱 自動 
 

○ 
 （放送例） 

（緊急地震速報チャイム音) 

「緊急地震速報。大地震（お

おじしん）です。大地震で

す。」×３回 

こちらは、防災南関町役場で

す。 

（下り４音チャイム） 

13 
推定震度５強 自動 

 
○ 

 

14 
推定震度６弱 自動 

 
○ 

 

15 
推定震度６強 自動 

 
○ 

 

16 
推定震度７ 自動 

 
○ 

 

25 

震度速報 

震度４ 自動 
   （放送例） 

（上り４音チャイム） 

こちらは、防災南関町役場で

す。 

「震度４の地震が発生しまし

た。火の始末をして下さい。 

テレビ・ラジオをつけ、落ち

着いて行動して下さい。」     

Ｘ３回 

こちらは、防災南関町役場で

す。 

（下り４音チャイム） 

26 
震度５弱 自動 

   

27 
震度５強 自動 

   

28 
震度６弱 自動 

   

29 
震度６強 自動 
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30 
震度７ 自動 

   

40 

気象情報 

■■、▲▲、●● 

（下記項目から選択） 

  □大雨  □暴風 

  □暴風雪  □大雪 

  □洪水 

手動 

   （放送例） 

（上り４音チャイム） 

こちらは、防災南関町役場で

す。「当地域に■■、▲▲、

●●警報がでました。 

今後の気象情報に注意して下

さい」×３回 

こちらは、防災南関町役場で

す。（下り４音チャイム） 42 
 指定河川洪水警報 自動 

   

43 
 土砂災害警戒情報 自動 

   

44 
 記録的短時間大雨情報 自動 

   

45 
 竜巻注意情報 自動 

   

46  特別警報 

（大雨単独以外） 

 

自動 

 

○ 

 （放送例） 

（上り４音チャイム） 

こちらは、防災南関町役場で

す。「特別警報が発表されま

した。 

周囲の状況をみて、避難行動

をとってください。」×３回 

こちらは、防災南関町役場で

す。（下り４音チャイム） 

47  特別警報 

(大雨単独) 

自動 

 

○ 

 （放送例） 

（上り４音チャイム） 

こちらは、防災南関町役場で

す。「当地域に大雨特別警報

が発表されました。 

周囲の状況をみて、避難行動

をとってください。」×３回 

こちらは、防災南関町役場で

す。（下り４音チャイム） 
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災害対策用資機材台帳 

１ 防災倉庫備蓄 

番号 防災用資材名 
令和２年度末 

増減 
令和３年度末 

在庫数量 在庫数量 

１ 土のう袋 ５，０００  ５，０００ 
２ ブルーシート １９  １９ 
３ 杉杭 １５０  １５０ 
４ トラロープ １  １ 
５ スコップ １７  １７ 
６ フォーク ３  ３ 
７ 掛矢 ６  ６ 
８ ツルハシ ３  ３ 
９ 投光機 １３  １３ 

１０ 延長コード １４  １４ 
１１ 毛布 ２９０  ２９０ 
１２ オイルフェンス ４  ４ 
１３ 折りたたみ式テント １  １ 
１４ テント ２  ２ 
１５ 発電機付バルーン ３  ３ 
１６ 発電機 ６  ６ 
１７ 下水道用簡易トイレ ７  ７ 
１８ 段ボールベッド １００  １００ 
１９ 間仕切り ５  ５ 
２０ パーソナルテント ２０  ２０ 

 

 

２ 福祉避難所備蓄 

番号 防災用資材名 
令和２年度末 

増減 
令和３年度末 

在庫数量 在庫数量 

１ アルミ製防災倉庫 １  １ 
２ 二つ折担架 ２  ２ 
３ 移動式炊飯器 １  １ 
４ 移動かまど １  １ 
５ 折りたたみ式リヤカー １  １ 
６ 災害用ワンタッチテント ３  ３ 
７ 発電機 １  １ 
８ 発電式投光機セット １  １ 
９ 折りたたみ式車いす ６  ６ 

１０ ハンド型メガホン ２  ２ 
１１ 救助工具箱 １  １ 
１２ アルミカート １  １ 
１３ ガソリン携行缶 ２  ２ 
１４ ポータブルトイレ １  １ 
１５ 歩行器 １  １ 
１６ 杖 ５  ５ 
１７ 簡易ベッド ３  ３ 
１８ アルミベンチ ２  ２ 
１９ スーパーLED強力ライト １  １ 
２０ 防火タオルケット ３  ３ 
２１ 災害用食器セット １  １ 
２２ 簡易寝袋 １０  １０ 
２３ 真空パック毛布 １０  １０ 
２４ プライベートルーム １５  １５ 
２５ マット ２  ２ 
２６ 生理用品 １０  １０ 
２７ まるごとオムツ １０  １０ 
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２８ タオル、下着セット １０  １０ 
２９ 中型救急箱 １  １ 
３０ 糞尿処理セット １３  １３ 
３１ 水（２㍑） ３５０  ３５０ 
３２ トイレットペーパー １０  １０ 
３３ 消毒用スプレー １０  １０ 

 

 

３ その他 

 機械その他 

１ ドローン（庁舎） ２   ２ 
２ ポケトーク（庁舎） ５   ５ 
３ 移動式エアコン（ふれあい広場） ２   ２ 

４ 
畳（ふれあい広場、Ｂ＆Ｇ海洋センター、南町民
センター、交流センター） 

８０   ８０ 

５ ペレットストーブ １   １ 
     

 

  食料品                                    本・食 

１ 水（ペットボトル５００㎖）（賞味期限2031.7）   ２，３７６ 
２ 水（ペットボトル５００㎖）（賞味期限2022.8）   ４８ 
３ 水（ペットボトル５００㎖）（賞味期限2022.8）   ９６ 
４ 缶入り乾パン（賞味期限2026.8）   ９６ 
５ バランスクッキー（賞味期限2029.1）   １００ 
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南関町地域防災計画 
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１ 重要水防箇所（県知事管理区間河川の部） 
（県資料：南関町関係分） 

番

号 
河川名 ランク 所在地 

延長 

(ｍ) 

予想される 

危険 

対水防 

工法 

１ 関 川 
右岸 

左岸 
A 

荒尾市下井手 

～南関町宮尾 

5,800 

5,800 
堤防高不足 積み土のう工 

２ 関 川 
右岸 

左岸 
A 

南関町関下 

～ 

840 

840 
〃 〃 

３ 関 川 
右岸 

左岸 
B 

南関町上長田 

～高久野 

5,500 

5,500 
法崩れすべり 補強 

４ 内田川 
右岸 

左岸 
B 

南関町下坂下 

～ 

200 

200 
堤防高不足 積み土のう工 

５ 関 川 
右岸 

左岸 
B 

南関町関下 

～ 

710 

710 
〃 〃 

６ 関 川 
右岸 

左岸 
B 

南関町関町 

～関東 

1,540 

1,540 
〃 〃 

７ 琵琶瀬川 
右岸 

左岸 
B 

南関町久重 

～ 

2,825 

2,825 
〃 〃 

８ 内田川 
右岸 

左岸 
C 

南関町下坂下 

～四ツ原 

2,200 

2,200 
〃 〃 

９ 関 川 
右岸 

左岸 
C 

南関町関東 

～ 

2,610 

2,610 
〃 〃 

 

２ 土砂災害警戒区域（校区毎指定済一覧） 
（県資料：南関町関係分） 

 区域名 （番号） 大字 
自然現象 

の種類 

土砂災害警戒区域

等 
備考 

警戒 
特別 

警報 
校区 

1 ヘラ割 1 (367-1008) 関下 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 1 

2 ヘラ割 2 (367-1009) 関下 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 1 

3 河原田 1 (367-1003) 関下 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 1 

4 河原田 2 (367-1004) 関下 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 1 



79 

 

5 岩ヶ上 (367-1006) 関下 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 1 

6 津留 (367-1-005) 関下 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 1 

7 藤尾 (367-2-003) 関下 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 1 

8 藤尾－１ (367-2-060-1) 関下 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 1 

9 藤尾－２ (367-2-060-2) 関下 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 1 

10 藤尾－３ (367-2-060-3) 関下 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 1 

11 南中山 (367-1007) 関下 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 1 

12 北中山 (367-1005) 関下 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 1 

13 海間１ (367-2-008) 関東 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 1 

14 海間２ (367-2-009) 関東 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 1 

15 三郎ヶ谷１ (367-2-004) 関東 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 1 

16 三郎ヶ谷２－１ (367-2-005-1) 関東 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 1 

17 三郎ヶ谷２－２ (367-2-005-2) 関東 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 1 

18 城平 (367-2-007) 関東 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 1 

19 前原－１ (367-1-008-1) 関東 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 1 

20 前原－２ (367-1-008-2) 関東 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 1 

21 笛鹿 (367-2-006) 関東 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 1 

22 笛鹿２－１ (367-1-007-1) 関東 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 1 

23 笛鹿２－２ (367-1-007-2) 関東 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 1 

24 萩の谷 (367-1-010) 関東 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 1 

25 福山 (367-1-011) 関東 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 1 

26 楮原－１ (367-1-009-1) 関東 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 1 

27 楮原－２ (367-1-009-2) 関東 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 1 

28 楮原－３ (367-1-009-3) 関東 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 1 

29 関東 (367-2-013) 関東 土石流 ○ ○ 1 

30 下原 1 (367-1001) 関外目 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 1 

31 下原 2 (367-1002) 関外目 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 1 

32 下原 3 (367-2001) 関外目 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 1 

33 松田 (367-1-002) 関外目 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 1 

34 北開 (367-1-001) 関外目 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 1 
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35 関町 (367-2-055) 関町 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 1 

36 日の出町－１ (367-1-003-1) 関町 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 1 

37 日の出町－２ (367-1-003-2) 関町 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 1 

38 日の出町－３ (367-1-003-3) 関町 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 1 

39 関村 (367-2-056) 関村 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 1 

40 関村－１ (367-1-004-1) 関村 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 1 

41 関村－２ (367-1-004-2) 関村 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 1 

42 関村－３ (367-1-004-3) 関村 急傾斜地の崩壊 ○  1 

43 西平－１ (367-2-002-1) 関村 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 1 

44 西平－２ (367-2-002-2) 関村 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 1 

45 西平－３ (367-2-002-3) 関村 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 1 

46 坊田 (367-2-001) 関村 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 1 

47 花山－１ (367-2-011-1) 関村 土石流 ○ ○ 1 

48 花山－２ (367-2-011-2) 関村 土石流 ○ ○ 1 

49 花山－３ (367-2-011-3) 関村 土石流 ○ ○ 1 

50 花山－４ (367-2-011-4) 関村 土石流 ○ ○ 1 

51 萩谷１ (367-1-006) 萩谷 土石流 ○ ○ 1 

52 萩谷２ (367-1-007) 萩谷 土石流 ○ ○ 1 

53 萩谷３ (367-1-008) 萩谷 土石流 ○ ○ 1 

54 萩谷４ (367-2-012) 萩谷 土石流 ○  1 

55 笛鹿１ (367-1-001) 笛鹿 土石流 ○ ○ 1 

56 笛鹿２－１ (367-1-002-1) 笛鹿 土石流 ○ ○ 1 

57 笛鹿２－２ (367-1-002-2) 笛鹿 土石流 ○  1 

58 笛鹿３－１ (367-1-004-1) 笛鹿 土石流 ○  1 

59 笛鹿３－２ (367-1-004-2) 笛鹿 土石流 ○ ○ 1 

60 笛鹿４ (367-1-003) 笛鹿 土石流 ○ ○ 1 

61 福山川－１ (367-1-009-1) 福山 土石流 ○ ○ 1 

62 福山川－２ (367-1-009-2) 福山 土石流 ○  1 

63 福山川－３ (367-1-009-3) 福山 土石流 ○ ○ 1 

64 福山川－４ (367-1-009-4) 福山 土石流 ○ ○ 1 
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65 乙丸原－１ (367-1-013-1) 細永 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 1 

66 乙丸原－２ (367-1-013-2) 細永 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 1 

67 寺尾 (367-2-028) 細永 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 1 

68 松尾原 (367-2-027) 細永 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 1 

69 須久手１ (367-2-025) 細永 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 1 

70 須久手２ (367-2-026) 細永 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 1 

71 
藤ノ井川（三藤ノ

井川）-1 
(367-2-010-1) 細永 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 1 

72 
藤ノ井川（三藤ノ

井川）-2 
(367-2-010-2) 細永 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 1 

73 
藤ノ井川（三藤ノ

井川）-3 
(367-2-010-3) 細永 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 1 

74 楮原 (367-1-005) 楮原 土石流 ○ ○ 1 

75 岩ヶ下 (367-2-021) 今 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 2 

76 岩ヶ下２ (367-1034) 今 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 2 

77 増永-1 (367-1-029-1) 今 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 2 

78 増永-2 (367-1-029-2) 今 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 2 

79 中尾 2 (367-2-040) 今 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 2 

80 坂本 3 (367-1018) 上長田 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 2 

81 相浦(柳浦） (367-1-019) 上長田 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 2 

82 荒井－１ (367-1-016-1) 久重 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 2 

83 荒井－２ (367-1-016-2) 久重 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 2 

84 荒井－３ (367-1-016-3) 久重 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 2 

85 坂本 1 (367-1013) 久重 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 2 

86 坂本 2 (367-1014) 久重 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 2 

87 小場 (367-1012) 久重 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 2 

88 菖蒲谷 (367-1011) 久重 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 2 

89 城尾 (367-1010) 久重 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 2 

90 陣平 (367-2-054) 久重 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 2 

91 蒼門寺（普門寺） (367-2-020) 久重 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 2 

92 打越 (367-2-015) 久重 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 2 

93 中尾 1 (367-2-017) 久重 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 2 
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94 中尾敷（中屋敷） (367-2-018) 久重 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 2 

95 筒井迫 (367-2004) 久重 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 2 

96 内畑－１ (367-2-019-1) 久重 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 2 

97 内畑－２ (367-2-019-2) 久重 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 2 

98 琵琶瀬－１ (367-1-014-1) 久重 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 2 

99 琵琶瀬－２ (367-1-014-2) 久重 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 2 

100 琵琶瀬－３ (367-1-014-3) 久重 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 2 

101 百堂 (367-1015) 久重 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 2 

102 落合 (367-1-015) 久重 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 2 

103 蕨谷 (367-2-016) 久重 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 2 

104 鑢鞴迫 1 (367-2002) 久重 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 2 

105 鑢鞴迫 2 (367-2003) 久重 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 2 

106 久重 (367-2-006) 久重 土石流 ○ ○ 2 

107 山付川１ (367-2-004) 久重 土石流 ○ ○ 2 

108 山付川２ (367-2-005) 久重 土石流 ○ ○ 2 

109 山付川３－１ (367-2-003-1) 久重 土石流 ○ ○ 2 

110 山付川３－２ (367-2-003-2) 久重 土石流 ○ ○ 2 

111 八角目１－１ (367-2-008-1) 久重 土石流 ○ ○ 2 

112 八角目１－２ (367-2-008-2) 久重 土石流 ○ ○ 2 

113 八角目２ (367-2-009) 久重 土石流 ○  2 

114 八角目３ (367-2-010) 久重 土石流 ○ ○ 2 

115 野中（八角目４） (367-2-007) 久重 土石流 ○ ○ 2 

116 永浦-1 (367-2-036-1) 豊永 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 2 

117 永浦-2 (367-2-036-2) 豊永 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 2 

118 字曽 (367-2-038) 豊永 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 2 

119 七十三 (367-1019) 豊永 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 2 

120 受地-1 (367-2-037-1) 豊永 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 2 

121 受地-2 (367-2-037-2) 豊永 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 2 

122 西原 1 (367-1020) 豊永 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 2 

123 西豊永 (367-1-027) 豊永 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 2 
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124 門田 (367-2-035) 豊永 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 2 

125 来光寺(来光寺 1) (367-2-039) 豊永 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 2 

126 来光寺(来光寺 2) (367-2-057) 豊永 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 2 

127 後田 2 (367-1033) 長山 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 2 

128 草村 (367-1-030) 長山 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 2 

129 待瀬-1 (367-2-041-1) 長山 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 2 

130 待瀬-2 (367-2-041-2) 長山 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 2 

131 長山東-1 (367-2-022-1) 長山 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 2 

132 長山東-2 (367-2-022-2) 長山 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 2 

133 辻(辻１) (367-1-031) 長山 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 2 

134 辻(辻 2)-1 (367-2-043-1) 長山 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 2 

135 辻(辻 2)-2 (367-2-043-2) 長山 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 2 

136 東-1 (367-1-020-1) 長山 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 2 

137 東-3 (367-1-020-3) 長山 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 2 

138 徳太-1 (367-2-042-1) 長山 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 2 

139 徳太-2 (367-2-042-2) 長山 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 2 

140 
薬師寺 1（薬師坂

1）-1 
(367-2-023-1) 長山 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 2 

141 
薬師寺 1（薬師坂

1）-2 
(367-2-023-2) 長山 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 2 

142 
薬師寺 1（薬師坂

1）-3 
(367-2-023-3) 長山 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 2 

143 
薬師寺 1（薬師坂

1）-4 
(367-2-023-4) 長山 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 2 

144 
薬師寺 2（薬師坂

2） 
(367-2-024) 長山 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 2 

145 
小原（長山小原

２） 
(367-2-002) 長山 土石流 ○ ○ 2 

146 
長山川（長山小原

１） 
(367-2-001) 長山 土石流 ○ ○ 2 

147 東-2 (367-1-020-2) 
長山 

高久野 
急傾斜地の崩壊 ○ ○ 2 

148 原 (367-1031) 高久野 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 2 

149 後田 1 (367-1032) 高久野 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 2 



84 

 

150 高久野-1 (367-1-018-1) 高久野 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 2 

151 高久野-2 (367-1-018-2) 高久野 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 2 

152 高久野-3 (367-1-018-3) 高久野 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 2 

153 栗山-1 (367-2-011-1) 細永 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 2 

154 栗山-2 (367-2-011-2) 細永 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 2 

155 三藤野－１ (367-1-021-1) 細永 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 2 

156 三藤野－２ (367-1-021-2) 細永 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 2 

157 庄寺 (367-1-017) 細永 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 2 

158 清水ヶ浦-1 (367-2-012-1) 細永 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 2 

159 清水ヶ浦-2 (367-2-012-2) 細永 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 2 

160 清水ヶ浦-3 (367-2-012-3) 細永 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 2 

161 西原 2 (367-1026) 細永 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 2 

162 中前 1 (367-1021) 細永 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 2 

163 中前 2 (367-1022) 細永 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 2 

164 天神平 1 (367-2-013) 細永 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 2 

165 天神平 2-1 (367-2-014-1) 細永 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 2 

166 天神平 2-2 (367-2-014-2) 細永 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 2 

167 天神平 2-3 (367-2-014-3) 細永 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 2 

168 東前 1 (367-1023) 細永 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 2 

169 東前 2 (367-1024) 細永 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 2 

170 東前 3 (367-1025) 細永 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 2 

171 里ノ平 1 (367-1016) 細永 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 2 

172 里ノ平 2 (367-1017) 細永 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 2 

173 宮尾川 (367-1-010) 宮尾 土石流 ○ ○ 2 

174 瓶焼川－１ (367-1-011-1) 宮尾 土石流 ○  2 

175 瓶焼川－２ (367-1-011-2) 宮尾 土石流 ○  2 

176 
小山川（相谷３）

－１ 
(367-1-016-1) 相谷 土石流 ○ ○ 3 

177 
小山川（相谷３）

－２ 
(367-1-016-2) 相谷 土石流 ○ ○ 3 

178 
相ノ谷１（相谷

１） 
(367-1-017) 相谷 土石流 ○ ○ 3 
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179 
相ノ谷２（相谷

２） 
(367-2-019) 相谷 土石流 ○ ○ 3 

180 馬立 (367-1-018) 相谷 土石流 ○ ○ 3 

181 
八貫水川（相谷

４） 
(367-2-018) 相谷 土石流 ○ ○ 3 

182 雁田 (367-2-059) 相谷 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 3 

183 清東寺－１ (367-2-061-1) 相谷 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 3 

184 清東寺－２ (367-2-061-2) 相谷 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 3 

185 馬床（駄床）－１ (367-2-058-1) 相谷 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 3 

186 馬床（駄床）－２ (367-2-058-2) 相谷 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 3 

187 馬立 (367-1-024) 相谷 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 3 

188 馬立－１ (367-2-029-1) 相谷 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 3 

189 馬立－２ (367-2-029-2) 相谷 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 3 

190 小原１ (367-2-016) 小原 土石流 ○ ○ 3 

191 小原２ (367-2-017) 小原 土石流 ○ ○ 3 

192 小原３－１ (367-1-015-1) 小原 土石流 ○ ○ 3 

193 小原３－２ (367-1-015-2) 小原 土石流 ○ ○ 3 

194 小原３－３ (367-1-015-3) 小原 土石流 ○ ○ 3 

195 
小原川（小原野添

川）－１ 
(367-1-014-1) 小原 土石流 ○ ○ 3 

196 
小原川（小原野添

川）－２ 
(367-1-014-2) 小原 土石流 ○ ○ 3 

197 小山－１ (367-1-012-1) 小原 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 3 

198 小山－２ (367-1-012-2) 小原 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 3 

199 小山－３ (367-1-012-3) 小原 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 3 

200 善光寺－１ (367-1-022-1) 小原 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 3 

201 善光寺－２ (367-1-022-2) 小原 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 3 

202 善光寺－３ (367-1-022-3) 小原 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 3 

203 尾楢 (367-2005) 小原 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 3 

204 一本木 (367-2-032) 肥猪 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 3 

205 下後田 (367-2006) 肥猪 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 3 

206 西居屋敷 (367-1-025) 肥猪 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 3 
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207 筒井川１ (367-2-033) 肥猪 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 3 

208 筒井川２ (367-2-034) 肥猪 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 3 

209 筒川（筒井川） (367-1-026) 肥猪 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 3 

210 梅ヶ谷 (367-2-030) 肥猪町 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 3 

211 枦取 (367-2-031) 肥猪町 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 3 

212 井手 (367-1-036) 上坂下 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 4 

213 下夕田-1 (367-2-050-1) 上坂下 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 4 

214 下夕田-2 (367-2-050-2) 上坂下 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 4 

215 解才 (367-2-049) 上坂下 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 4 

216 鬼王-1 
(367-1-001（人）

－1) 
上坂下 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 4 

217 鬼王-2 
(367-1-001（人）

－２) 
上坂下 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 4 

218 鬼王 2-1 (367-1-039-1) 上坂下 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 4 

219 鬼王 2-2 (367-1-039-2) 上坂下 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 4 

220 鬼王 2-3 (367-1-039-3) 上坂下 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 4 

221 鬼王-3 
(367-1-001（人）

－３) 
上坂下 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 4 

222 次郎丸 (367-1-037) 上坂下 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 4 

223 大久保 1 (367-1027) 上坂下 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 4 

224 大久保 2 (367-1028) 上坂下 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 4 

225 道山 (367-1-028) 上坂下 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 4 

226 白坊（白坂） (367-2-051) 上坂下 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 4 

227 廣坪 (367-2-052) 上坂下 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 4 

228 宮島 (367-1-035) 下坂下 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 4 

229 浄光寺 (367-2-048) 下坂下 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 4 

230 大西１－１ (367-1-033-1) 下坂下 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 4 

231 大西１－２ (367-1-033-2) 下坂下 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 4 

232 大西２－１ (367-1-034-1) 下坂下 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 4 

233 大西２－２ (367-1-034-2) 下坂下 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 4 

234 大西２－３ (367-1-034-3) 下坂下 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 4 

235 北の辺田－１ (367-1-032-1) 下坂下 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 4 
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236 北の辺田－２ (367-1-032-2) 下坂下 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 4 

237 宇土-1 (367-2-046-1) 四ツ原 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 4 

238 宇土-2 (367-2-046-2) 四ツ原 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 4 

239 永満（永浦 2） (367-2-053) 四ツ原 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 4 

240 柿原 (367-1-038) 四ツ原 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 4 

241 鬼迫 (367-1029) 四ツ原 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 4 

242 古閑原 (367-2-045) 四ツ原 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 4 

243 松葉-1 (367-2-047-1) 四ツ原 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 4 

244 松葉-2 (367-2-047-2) 四ツ原 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 4 

245 竹ノ下 (367-1030) 四ツ原 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 4 

246 田吹 (367-2-044) 四ツ原 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 4 

247 
荒谷川（上南田原

４） 
(367-2-014) 四ツ原 土石流 ○ ○ 4 

248 上南田原１ (367-1-012) 四ツ原 土石流 ○ ○ 4 

249 上南田原２ (367-2-015) 四ツ原 土石流 ○ ○ 4 

250 
石畳川（上南田原

３） 
(367-1-013) 四ツ原 土石流 ○ ○ 4 

251 一の谷川-1 (366-1-002-1) 

関東 

和水町

と重複 

土石流 ○ ○ １ 
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第１章 総則 

第１節 計画の背景 

 平成２３年３月に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う東京電力福島第一原子力発電所事故に

おいては、放出された放射性物資の影響や避難を要する区域が極めて広範囲に及ぶこととなっ

た。 

このことから、九州内に所在する原子力発電所で万一同様の事故が発生した場合、その規模や

風向きによっては、本町へ影響を及ぼす可能性がある。 

これらの状況を踏まえ、本町においても原子力災害対策特別措置法その他関係法令の趣旨等の

基づき、原子力災害対策計画を策定する。 

 

第２節 計画の目的 

この計画は、九州内に所在する２原子力発電所（※）から、放射性物資の異常な放出が起こっ

た場合又はそのおそれがある場合等（以下「原子力発電所事故等」という。）を想定して、本町

における必要な対策について定める。 

※ 玄海原子力発電所（佐賀県玄海町） 

川内原子力発電所（鹿児島県薩摩川内市） 

 

第３節 計画の性格 

この計画は、原子力災害対策に関する具体的な事項について定めるものであり、本計画に記載

のない事項については、地域防災計画のほかの計画により対応する。 

 

第４節 計画の見直し 

国においては、東京電力福島第１原子力発電所の事故を踏まえ、原子力災害対策に関する法令

や基本となる計画、ガイドライン等の見直しが進められている。今後、それらの内容や進捗状況

を注視しつつ、本計画についても必要な追補、修正等を行っていく。 

 

第２章 防災活動体制 

第１節 対策本部等の体制 

１ 町は、別表１に従って注意体制、警戒体制、災害対策本部体制をとるものとする 

（別表１） 

体制区分 設置基準 体制の内容 

注意体制 

①発電事業者又は所在県から異常事態の連

絡を受けた場合で、引き続き情報収集の必

要があるとき 

風水害応急対策に関する注意体制下の配

置体制で、建設課職員を税務住民課職員とす

る。（状況に応じて、体制の強化を行う。） 

警戒体制 

①発電事業者又は所在県から異常事態の連

絡を受けた場合で、本町への放射性物資の

拡散等の影響が予想されるとき 

②県の環境放射線モニタリングにより異常

値が検知された場合で、九州内に所在する

原子力発電所の起因することが想定され

風水害応急対策に関する警戒体制下の配

置体制で建設課、経済課、まちづくり課、農

業員会事務局職員を福祉課、税務住民課とす

る。（状況に応じて、体制の強化を行う。） 
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るとき 

災害対策 

本部体制 

①本町内で、この計画等に基づく原子力防災

対策を実施する必要があるとき 

風水害応急対策に関する災害対策本部設

置化の配置体制 

２ 防災関係機関等の処理すべき事務及び業務 

南関町防災会議の組織及び所掌事務は、風水害応急対策計画及び地震災害応急対策に準ず

る。 

なお、町及び関係機関の事務又は業務は、風水害応急対策及び地震災害応急対策の計画に

おける事務又は業務に加え、原子力防災に関して、特に別表２に規定する事務又は業務とす

る。 

（別表２） 

機関名 事務又は業務 

南関町 

１ 原子力防災に関する住民等への知識の普及・啓発 

２ 原子力防災に関する専門知識を備えた職員の養成 

３ 原子力防災に関する訓練の実施 

４ 住民避難等に関する広報・指示 

５ 避難所の開設・運営、必要に応じて警戒区域の設定等 

６ 健康相談及び医療体制の整備に関する県への協力 

７ 住民への原子力災害に関する情報伝達 

熊本県 

１ 原子力防災に関する住民等への知識の普及・啓発 

２ 原子力防災に関する専門知識を備えた職員の養成 

３ 原子力防災に関する訓練の実施及び市町村が行う訓練への助言 

４ 環境放射線モニタリング体制の整備 

５ 食品検査体制の整備 

６ 健康相談及び医療体制の整備 

７ 原子力災害に関する情報の収集及び関係機関への通報 

８ 住民避難等に関する関係機関間の調整 

９ 県内において放射性物質による被害が生じた場合の対応の調整 

熊本地方気象台 １ 災害対策本部等への気象情報等の提供及び解説 

九州地方整備局 １ 陸路による避難が困難な場合の住民避難支援 

自衛隊 

政府原子力災害対策本部の指示に基づき、状況により次の事項を実施 

１ 環境放射線モニタリングの支援 

２ 県内で放射性物質による影響が生じた場合の対応支援 

日本赤十字社 

（熊本県支部南関分

区） 

１ 健康相談及び医療体制の整備に関する県への協力 

九州電力株式会社 １ 原子力災害に関する状況把握及び情報提供 

農業協同組合、 

森林組合等 

１ 農林畜水産物の生産・管理などの防災関係機関が実施する原子力防災対策

への協力 

３ 原子力防災等に係る専門職員等の確保（県知事公室、市町村） 

町は、国や所在県等が行う原子力防災に関する研修等に防災担当職員を可能な限り派遣す

ること等により、原子力防災に関する専門知識を備えた職員の育成を図る。 

 

第３章 災害予防計画 

第１節 情報の収集・連絡体制の整備 

１ 情報収集・連絡体制の整備 
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町は、原子力発電所事故等に関して、できるだけ迅速に情報収集・連絡を行うため、発電

事業者である九州電力株式会社及び所在県との情報収集・連絡体制を整備する。 

また、町及び関係機関は、訓練の実施等により情報収集・連携体制の一層の充実を図る。 

２ 住民等への情報伝達体制の整備 

町は、原子力発電所事故等における住民等への情報伝達が円滑に実施できるよう、原子力

発電所事故等の状況に応じて住民等に提供すべき情報の項目について事前に整理する。 

また、町は、テレビ、ラジオのほか、インターネット、メール等の多様な通信手段の活用

体制の構築に努める。 

 

第２節 屋内退避等に係る体制の整備 

町は、原子力発電所事故等において、町の区域を越えて住民が避難する必要がある場合を想定

して、近隣市町村と協力してシミュレーション等により広域避難体制の構築を図る。 

住民の避難は、自家用車両の利用を原則とし、町は住民避難用の自家用車両が不足する場合等

を想定して、関係機関と連携して住民避難用車両の確保に努める。 

また、災害時要援護者の避難誘導・移送体制等の充実に努める。 

 

第３節 健康相談及び医療体制の整備 

町は、町内の医療機関等と連携して、避難所等でのサーベイメータ等を用いた放射性物質の汚

染検査（スクリーニング）、ふき取り等の簡易除染、安定ヨウ素剤投与及び健康相談等の実施体制

を整備する。 

また、専門的医療が必要な場合に備えて、放射線医学総合研究所等のスタッフからなる「緊急

原子力災害医療派遣チーム」等の派遣受入体制や専門医療機関への搬送体制の整備を図る。 

 

第４節 住民等への知識の普及・啓発 

町は、住民等に対する原子力防災に関する知識の普及、啓発のため、次に掲げる事項について

広報活動の実施に努める。 

⑴ 放射性物質及び放射線の特性に関すること。 

⑵ 原子力発電所施設の概要に関すること。 

⑶ 原子力災害とその特性に関すること。 

⑷ 放射線による健康への影響及び放射線防護に関すること。 

⑸ 緊急時に国、県及び市町村等が講じる対策の内容に関すること。 

⑹  原子力防災に関する緊急情報及び避難指示等の伝達方法に関すること。 

⑺ 屋内退避及び避難等に関すること。 

⑻ 緊急時にとるべき行動及び避難所での行動等に関すること。 

⑼ 被災した住民等に対する人権侵害の防止に関すること。 

⑽ その他原子力防災に関すること。 

 

第５節 防護資機材の確保 

町は、放射線測定資機材、除染資機材、安定ヨウ素剤、応急救護用医薬品及び医療資機材等の
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確保に努める。 

 

第６節 防災訓練の実施 

町は、原子力防災に関する訓練を、毎年度の防災訓練計画に盛り込むこと等により、計画的に

実施する。 

 

第４章 災害応急計画 

第１節 情報の連絡 

１ 関係機関への情報連絡 

町は、把握した原子力発電所事故等の情報について、関係機関に速やかに連絡を行う。 

なお、環境放射線モニタリング情報、被害状況、避難状況、医療活動情報等の応急対策活

動内容については、継続的に連絡を行う。 

２ 住民への情報伝達 

町は、防災行政無線、広報車、ホームページ、メール等のあらゆる情報発信手段を活用し

て、地域住民に対し、原子力発電所事故等の状況及び必要に応じて避難指示等の伝達を行

う。 

住民へ伝達する事項は、次の事項を基本とする。 

⑴ 事故が発生した施設名（所在地）、事故の発生日時 

⑵ 事故の状況と今後の予測 

⑶ 発電事業者における対策状況 

⑷ 所在県等における対策状況 

⑸ 屋内退避又は避難が必要となる区域 

⑹ 県及び市町村の対策状況 

⑺ 対象住民等がとるべき行動 

⑻ その他必要な事項 

町は、事故の状況や、モニタリング情報、被害状況、避難等の状況、医療活動情報等の

応急対策活動内容、避難指示の状況等について、自治会、消防団、災害時要援護者に係る

施設等へ、電話、ＦＡＸ等を利用して連絡を行う。また、町は、応急対策活動状況につい

て継続的に広報する。 

３ 相談窓口の設置 

町は、必要に応じて、住民等からの問い合わせに対応する相談窓口を設置する。 

 

第２節 住民避難等の防護活動 

住民の避難は、原則として、自家用車両を利用して行う。町は、避難のための自家用車両が不

足する場合は、関係機関及び民間運送事業者等に要請して避難用車両の確保に努める。 

住民避難に当たって、町は、災害時要援護者の円滑な避難誘導、移送に十分留意する。 

 

第３節 健康相談及び医療の実施 

町は、必要に応じて、町内の医療機関等の協力を得て、避難所等でのサーベイメータ等を用い
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た放射性物質の汚染検査（スクリーニング）、ふき取り等の簡易除染、安定ヨウ素剤投与及び健康

相談等を実施する。 

また、町は、必要に応じて、放射線医学総合研究所等のスタッフからなる緊急被ばく医療チー

ム等の派遣要請や専門医療機関への搬送を実施する。 

 

第５章 災害復旧対策計画 

第１節 風評被害等の影響軽減 

町は、原子力災害による風評被害等の未然防止又は影響を軽減するため、必要に応じて以下の

ような活動を行う。 

１ 農林畜水産業等の生産物について、放射能汚染状況を調査し、その結果を公表すること。 

２ 被ばく患者の処置を行った医療機関の処置室等の汚染の有無を確認し、その結果を公表する

こと。 

３ 町内における農林畜水産業、商工業、観光業等及び地域経済への影響を把握すること。 

４ 町産品等に対する市場や消費者の動向を把握すること。 

５ 原子力災害による風評被害等の影響を軽減するために、農林漁業、地場産業の商品等の適正

な流通の促進のための広報活動を行うこと。 

 

第２節 住民健康相談 

町は、避難等を行った住民及び避難者の受入れに協力した住民等の心身の健康に関する相談に

応じるための体制をとる。 

 

第３節 放射性物資による汚染の除去等 

町は、国、県、発電事業者その他関係機関と連携して、放射性物質に汚染された物の除去及び

除染作業を行う。 

 


